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次回公表予定日　　令和４年１１月２９日（火）

　　　 有効求人倍率等（季節調整値）の動向

　　（注）  年度平均の数値は原数値で月別の数値は季節調整値である。令和3年12月以前の季節調整値は、令和4年1月分
    　 　公表時に新季節指数により改定されている。  

職業 安定 部職 業安 定課    兵庫労働局発表
      令和4年10月28日(金)
      午前8時30分　解禁

～県内の雇用情勢の概況～

一般職業紹介状況（令和4年9月分）

◎ 有効求人倍率は1.04倍で、前月と比べて0.01ポイント下回りました。
○ 有効求人数は86,306人で、前月と比べて2.1％減となりました。
○ 有効求職者数は82,965人で、前月と比べて1.1％減となりました。
○ 新規求人倍率は1.79倍で、前月と比べて0.07ポイント下回りました。

◎ 県内の雇用失業情勢は、求人が求職を上回るなど、持ち直しの動きが
みられる。

新型コロナウイルス感染症等が雇用に与える影響に引き続き注意する
必要がある。
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Press Release

本資料における令和３年９月以降の数値については、ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴う「オンライン

登録者」及び「オンライン自主応募による就職件数」等が含まれている。（２頁の「令和３年９月以降の数値について」参照）
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２　有効求人・有効求職の動き

　 有効求人数は86,306人で、前月比2.1%減と2か月ぶりに減少し、有効求職者数は82,965人で、

前月との比較（季節調整値）

　 新規求人数は29,235人で、前月比1.1%増と2か月ぶりに増加し、新規求職者数は16,288人で、

前月比4.8%増と5か月ぶりに増加しました。

　 今月の新規求人倍率は1.79倍となり、前月と比べて0.07ポイント下回りました。

１　新規求人・新規求職の動き

前月比1.1%減と4か月連続して減少しました。

　 今月の有効求人倍率は1.04倍となり、前月と比べて0.01ポイント下回りました。

  第１表　　求人・求職・求人倍率の状況（時系列）（季節調整値）

※新規学卒者を除く、パートタイムを含む全数。　▲は減少である。

※令和3年12月以前の季節調整値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改定されている。

新規求人数 新規求職者数 新規求人倍率 有効求人数 有効求職者数

前月比 前月比 前月差 前月比 前月比 前月差

3年　9月 28,474 3.0 16,209 ▲ 3.8 1.76 0.12 80,262 ▲ 0.2 86,204 0.8 0.93 ▲ 0.01

10月 28,159 ▲ 1.1 16,554 2.1 1.70 ▲ 0.06 79,368 ▲ 1.1 86,816 0.7 0.91 ▲ 0.02

11月 27,596 ▲ 2.0 16,684 0.8 1.65 ▲ 0.05 80,010 0.8 87,664 1.0 0.91 0.00

12月 28,912 4.8 16,765 0.5 1.72 0.07 81,037 1.3 88,988 1.5 0.91 0.00

4年　1月 30,573 5.7 16,778 0.1 1.82 0.10 83,898 3.5 89,649 0.7 0.94 0.03

2月 28,316 ▲ 7.4 15,394 ▲ 8.2 1.84 0.02 84,622 0.9 88,068 ▲ 1.8 0.96 0.02

3月 29,487 4.1 16,662 8.2 1.77 ▲ 0.07 84,570 ▲ 0.1 88,046 ▲ 0.02 0.96 0.00

4月 30,915 4.8 16,881 1.3 1.83 0.06 84,611 0.05 87,439 ▲ 0.7 0.97 0.01

5月 30,327 ▲ 1.9 16,874 ▲ 0.04 1.80 ▲ 0.03 86,469 2.2 87,755 0.4 0.99 0.02

6月 30,290 ▲ 0.1 16,818 ▲ 0.3 1.80 0.00 88,412 2.2 86,947 ▲ 0.9 1.02 0.03

7月 31,440 3.8 16,166 ▲ 3.9 1.94 0.14 87,839 ▲ 0.6 86,441 ▲ 0.6 1.02 0.00

8月 28,922 ▲ 8.0 15,549 ▲ 3.8 1.86 ▲ 0.08 88,146 0.3 83,914 ▲ 2.9 1.05 0.03

9月 29,235 1.1 16,288 4.8 1.79 ▲ 0.07 86,306 ▲ 2.1 82,965 ▲ 1.1 1.04 ▲ 0.01

有効求人倍率

令和３年９月以降の数値について

ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和３年９月２１日からハローワークに来所
せずにオンライン上で求職登録（オンライン登録）を行うことや、ハローワークインターネットサービス
の求人に直接応募（オンライン自主応募）することが可能になりました。

これに伴い、令和３年９月以降の統計については、オンライン登録者数や、オンライン自主応募による
就職件数等が含まれます。

【オンライン登録者・オンライン自主応募による件数等が含まれる指標】
・新規求職申込件数（新規求職者数）
・月間有効求職者数
・就職件数
・充足数
・その他、上記指標を用いて算出する指標（例：有効求人倍率、就職率）
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　第２表　　 受理地別・就業地別有効求人倍率の推移（季節調整値）

　 ※令和3年12月以前の季節調整値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改定されている。

　　　　　（注） 受理地別求人数：各地域（府県）内のハローワークで受理した求人数
　　　　　　　　 就業地別求人数：全国のハローワークで受理した求人のうち就業地が各地域（府県）内の求人数
　　　　　　　　　　受理地別有効求人倍率＝受理地別有効求人数／各地域（府県）内の有効求職者数
　　　　　　　　　　就業地別有効求人倍率＝就業地別有効求人数／各地域（府県）内の有効求職者数

　 ※新規学卒者を除き、パートタイムを含む。 下段は前月差。
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【受理地別】有効求人倍率（季節調整値）

3年 4年
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
0.93 0.91 0.91 0.91 0.94 0.96 0.96 0.97 0.99 1.02 1.02 1.05 1.04

▲ 0.01 ▲ 0.02 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.00 0.03 ▲ 0.01
1.07 1.07 1.07 1.07 1.09 1.10 1.10 1.11 1.13 1.16 1.18 1.20 1.21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01

兵庫県

近畿計

【就業地別】有効求人倍率（季節調整値）

3年 4年
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
1.02 1.02 1.03 1.05 1.08 1.08 1.08 1.09 1.12 1.15 1.15 1.19 1.19

▲ 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03 0.00 0.04 0.00
1.02 1.02 1.03 1.03 1.05 1.06 1.06 1.08 1.10 1.13 1.15 1.17 1.18
0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01

兵庫県

近畿計

( ) 内は前月値

上段：受理地別有効求人倍率
下段：就業地別有効求人倍率
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  第３表　　求人・求職・求人倍率等の状況（時系列）（原数値）

12月分～２月分

3月分～11月分

　  　▲は減少である。

※新規学卒者を除く、パートタイムを含む全数。　各年度は月平均値 （ただし、雇用保険被保険者数は期末現在の数値）。

２　求職の動き

　 また、一般常用希望者のうち、事業主都合離職者は1,235人で、46人（3.6%）減と4か月連続し

て減少しました。

　 なお、有効求職者数は83,197人で、3,174人（3.7%）減と2か月連続して減少しました。

月連続して減少し、常用的パート希望者は6,164人で、97人（1.6%）増と3か月ぶりに増加しました。

　　するグループ企業からの求人の影響を考慮する必要がある。

前年同月との比較（原数値）

　 新規求人数は30,042人で、684人（2.3%）増と12か月連続して増加しました。

　 この新規求人数を産業別にみると、主要産業で増加したのは、「医療,福祉」696人（8.1%）、「卸

売業,小売業」461人（14.1%）、「生活関連サービス業,娯楽業」300人（39.4%）などです。

　 一方、減少したのは、「宿泊業,飲食サービス業 (注)」799人（32.5%）、「建設業」180人（6.4%）など

です。

　 なお、有効求人数は86,375人で、6,130人（7.6%）増と17か月連続して増加しました。

 (注) 「宿泊業,飲食サービス業」については、令和3年10月に県外へ移転した全国チェーンの飲食店を運営

　 新規求職者数は15,506人で、68人（0.4%）増と3か月ぶりに増加しました。

　 この新規求職者数を雇用形態別にみると、一般常用希望者は9,274人で、19人（0.2%）減と3か

１　求人の動き

令和元年度 33,517 ▲ 6.9 15,962 ▲ 3.5 98,234 ▲ 5.6 71,398 ▲ 0.8 1.38 ▲ 0.07 1.1

令和2年度 26,812 ▲ 20.0 15,663 ▲ 1.9 76,824 ▲ 21.8 79,387 11.2 0.97 ▲ 0.41 0.5

令和3年度 28,235 5.3 16,233 3.6 80,846 5.2 86,313 8.7 0.94 ▲ 0.03 ▲ 0.3

3年　9月 29,358 ▲ 0.5 15,438 3.4 80,245 4.7 86,371 5.0 0.2

10月 30,617 7.3 16,867 2.7 80,527 1.5 87,634 3.9 0.1

11月 26,540 2.1 14,798 17.7 81,888 3.2 86,663 6.2 0.1

12月 28,398 5.3 12,307 10.0 82,009 5.2 82,737 6.8 ▲ 0.1

4年　1月 32,395 14.3 17,424 12.2 84,745 8.3 83,338 8.8 ▲ 0.2

2月 28,477 3.5 15,791 2.3 86,568 9.1 83,964 7.7 ▲ 0.2

3月 30,664 3.1 18,128 0.3 87,885 7.7 87,984 5.6 ▲ 0.3

4月 30,226 11.3 22,749 1.3 85,212 7.4 92,729 3.5 ▲ 0.9

5月 26,839 13.6 17,419 21.5 83,849 10.6 93,161 5.1 ▲ 0.7

6月 30,896 9.1 16,884 4.8 85,335 12.0 91,546 4.2 ▲ 0.4

7月 30,377 10.4 14,965 ▲ 3.1 84,870 10.5 86,882 2.3 ▲ 0.3

8月 28,326 10.1 15,417 ▲ 1.8 86,603 10.8 85,030 ▲ 1.2 ▲ 0.2

9月 30,042 2.3 15,506 0.4 86,375 7.6 83,197 ▲ 3.7 ▲ 0.2

雇用保険

被保険者数

前年度（前年

同月）比
前年度差

前年度（前年

同月）比

前年度（前年

同月）比

前年度（前年

同月）比

前年度（前年

同月）比

新規求人数 新規求職者数 有効求人数 有効求職者数 有効求人倍率
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職業別常用有効求人倍率（原数値・常用的パートを含む）
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正社員の有効求人・有効求職及び有効求人倍率（原数値）

有効求職者数 正社員有効求人数（人）

※「正社員」とは、パートタイム労働者、派

遣労働者、臨時・季節労働者、契約社員、

準社員、嘱託等の非正社員以外の者であ

る。

※有効求職者は常用フルタイム有効求職

者数。

※常用フルタイム有効求職者数にはフル

タイムの派遣労働者や契約社員を希望す

るものも含まれるため、厳密な意味での正

社員有効求人倍率より低い値となる。

※ 正社員有効求人倍率＝正社員有効求

人数/常用フルタイム有効求職者数

内は有効求人倍率
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　第４表　　地域別新規求人・新規求職・有効求人倍率の状況（原数値）

　○　地域別新規求人数

3年9月 10月 11月 12月 4年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10,206 9,220 8,520 9,491 10,149 9,369 10,090 9,840 8,585 10,201 9,934 9,034 9,384

▲ 0.5 ▲ 8.8 ▲ 10.4 0.8 3.6 ▲ 1.7 ▲ 6.2 4.2 10.3 3.6 10.4 5.7 ▲ 8.1

6,250 7,989 6,359 6,254 7,510 6,733 6,874 6,953 6,352 7,028 6,751 6,972 7,018

▲ 10.9 20.9 12.5 2.0 16.1 7.5 10.7 9.4 12.9 20.2 6.4 15.9 12.3

4,510 4,710 4,488 4,135 5,263 4,496 4,553 4,502 4,263 4,341 4,843 4,357 4,221

11.6 24.0 0.0 7.0 31.3 0.4 6.4 14.7 13.3 3.2 11.6 5.8 ▲ 6.4

5,023 5,681 4,296 5,116 5,886 4,730 5,688 5,449 4,668 5,768 5,195 4,941 5,977

▲ 1.8 12.8 6.8 8.8 16.8 0.9 9.7 15.9 11.4 14.8 2.3 12.0 19.0

1,653 1,596 1,324 1,825 1,825 1,516 1,813 1,742 1,372 1,840 1,706 1,420 1,827

8.9 10.3 18.0 32.3 30.0 26.9 16.3 31.0 36.0 16.5 22.8 17.5 10.5

769 645 664 668 908 734 757 769 613 783 839 614 712

23.8 5.0 23.6 8.6 9.0 15.2 ▲ 1.4 18.5 20.7 4.7 30.5 ▲ 10.0 ▲ 7.4

947 776 889 909 854 899 889 971 986 935 1,109 988 903

1.4 ▲ 15.4 34.9 5.3 7.2 24.3 ▲ 9.1 27.6 32.0 ▲ 12.9 51.5 32.3 ▲ 4.6

　○　地域別新規求職者数

3年9月 10月 11月 12月 4年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

5,034 5,641 5,034 4,217 5,862 5,566 6,084 7,517 5,722 5,448 4,858 5,220 5,058

6.8 12.4 31.3 18.3 22.8 14.4 3.4 4.6 28.8 8.0 ▲ 6.3 ▲ 6.7 0.5

3,942 4,289 3,749 3,155 4,296 3,860 4,680 5,801 4,507 4,156 3,697 3,832 4,039

1.3 5.0 12.9 5.7 6.4 ▲ 4.9 0.3 ▲ 1.9 23.0 4.9 ▲ 6.4 ▲ 0.4 2.5

2,862 3,161 2,614 2,146 3,071 2,807 3,124 4,176 3,109 2,928 2,690 2,821 2,772

2.4 ▲ 4.9 6.2 3.2 6.9 ▲ 0.9 ▲ 5.1 ▲ 0.4 14.0 1.8 4.0 3.1 ▲ 3.1

2,435 2,559 2,287 1,884 2,758 2,481 2,798 3,448 2,723 3,059 2,612 2,367 2,439

4.0 ▲ 5.4 18.4 12.9 13.2 3.9 1.9 2.0 15.2 1.4 ▲ 1.7 ▲ 3.2 0.2

539 582 552 399 733 487 679 861 620 620 505 544 540

▲ 3.1 ▲ 7.0 14.5 ▲ 13.6 12.1 ▲ 11.3 2.7 ▲ 1.3 13.1 6.0 ▲ 3.4 8.6 0.2

312 308 298 280 370 295 376 481 369 319 307 327 284

4.0 ▲ 6.4 8.0 18.1 ▲ 7.7 ▲ 23.8 ▲ 11.9 ▲ 2.6 24.7 ▲ 4.8 7.7 13.9 ▲ 9.0

314 327 264 226 334 295 387 465 369 354 296 306 374

▲ 3.7 ▲ 4.4 ▲ 0.4 15.9 ▲ 7.2 ▲ 16.0 ▲ 3.3 12.0 25.5 23.3 14.7 4.8 19.1

　○　地域別有効求人倍率

3年9月 10月 11月 12月 4年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

0.91 0.84 0.87 0.93 0.96 0.97 0.94 0.87 0.85 0.90 0.95 0.99 0.99

▲ 0.12 ▲ 0.19 ▲ 0.22 ▲ 0.19 ▲ 0.16 ▲ 0.12 ▲ 0.11 ▲ 0.09 ▲ 0.05 ▲ 0.01 0.03 0.09 0.08

0.78 0.83 0.84 0.87 0.87 0.89 0.87 0.79 0.76 0.80 0.83 0.88 0.89

▲ 0.03 0.00 0.01 0.03 0.04 0.03 0.06 0.06 0.05 0.08 0.08 0.13 0.11

0.85 0.83 0.87 0.88 0.94 0.92 0.91 0.82 0.80 0.81 0.87 0.89 0.89

0.13 0.13 0.10 0.07 0.10 0.08 0.11 0.09 0.10 0.08 0.06 0.06 0.04

1.12 1.19 1.18 1.24 1.25 1.28 1.24 1.16 1.15 1.13 1.16 1.23 1.33

0.06 0.11 0.07 0.05 0.02 0.03 0.03 0.06 0.09 0.11 0.09 0.15 0.21

1.36 1.39 1.42 1.58 1.58 1.64 1.54 1.44 1.42 1.45 1.49 1.55 1.63

0.15 0.16 0.14 0.27 0.29 0.38 0.26 0.30 0.31 0.29 0.25 0.24 0.27

1.16 1.13 1.13 1.14 1.27 1.26 1.13 1.10 1.04 1.09 1.19 1.23 1.22

0.20 0.17 0.19 0.15 0.16 0.19 0.16 0.19 0.13 0.13 0.17 0.12 0.06

1.70 1.63 1.77 1.88 1.88 1.91 1.79 1.67 1.75 1.80 1.97 2.07 1.97

0.30 0.14 0.18 0.15 0.21 0.30 0.23 0.20 0.20 0.11 0.19 0.30 0.27

但　馬

神　戸

阪　神

東播磨

西播磨

但　馬

丹　波

淡　路

神　戸

阪　神

東播磨

（注）パートタイムを含む全数、下段は前年同月比。

西播磨

丹　波

淡　路

神　戸

阪　神

東播磨

（注）パートタイムを含む全数、下段は前年同月比。

但　馬

丹　波

淡　路

西播磨

（注）パートタイムを含む全数、下段は前年同月差（前年度差）。
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第５表 - 1　　　産業別一般新規求人状況 （新規学卒者を除く　原数値）

一般 パートタイム 一般 パートタイム 一般 パートタイム

合　　　　　　　　計 30,042 17,572 12,470 2.3 6.0 ▲ 2.4 684 993 ▲ 309

A .B　農、林、漁業（01～04） 172 78 94 29.3 36.8 23.7 39 21 18

C　鉱業, 採石業, 砂利採取業（05） 2 1 1 ▲ 80.0 ▲ 90.0 - ▲ 8 ▲ 9 1

D　建設業（06～08） 2,644 2,423 221 ▲ 6.4 ▲ 9.0 38.1 ▲ 180 ▲ 241 61

　　　　　（06　総合工事業） 1,434 1,285 149 ▲ 3.0 ▲ 6.5 41.9 ▲ 45 ▲ 89 44

E　製造業（09～32） 3,367 2,425 942 1.3 3.7 ▲ 4.6 42 87 ▲ 45

     09　食料品製造業 671 293 378 ▲ 5.4 ▲ 15.8 4.7 ▲ 38 ▲ 55 17

　　10　飲料・たばこ・飼料製造業 77 61 16 ▲ 4.9 ▲ 6.2 0.0 ▲ 4 ▲ 4 0

　　11　繊維工業 109 54 55 36.3 12.5 71.9 29 6 23

　　12　木材・木製品製造業（家具を除く） 35 29 6 ▲ 16.7 ▲ 21.6 20.0 ▲ 7 ▲ 8 1

　　13　家具・装備品製造業 15 14 1 ▲ 48.3 ▲ 22.2 ▲ 90.9 ▲ 14 ▲ 4 ▲ 10

　　14　パルプ・紙・紙加工品製造業 97 60 37 54.0 42.9 76.2 34 18 16

　　15　印刷・同関連業 87 45 42 29.9 0.0 90.9 20 0 20

　　16　化学工業 174 144 30 7.4 10.8 ▲ 6.3 12 14 ▲ 2

　　17　石油製品・石炭製品製造業 12 6 6 300.0 200.0 500.0 9 4 5

　　18　プラスチック製品製造業（別掲を除く） 119 94 25 35.2 49.2 0.0 31 31 0

　　19　ゴム製品製造業 79 64 15 49.1 48.8 50.0 26 21 5

　　21　窯業・土石製品製造業 60 54 6 11.1 12.5 0.0 6 6 0

　　22　鉄鋼業 97 91 6 18.3 19.7 0.0 15 15 0

　　23　非鉄金属製造業 71 64 7 18.3 28.0 ▲ 30.0 11 14 ▲ 3

　　24　金属製品製造業 479 395 84 18.0 14.5 37.7 73 50 23

　　25　はん用機械器具製造業 272 236 36 17.2 19.2 5.9 40 38 2

　　26　生産用機械器具製造業 163 145 18 ▲ 12.4 ▲ 7.6 ▲ 37.9 ▲ 23 ▲ 12 ▲ 11

　　27　業務用機械器具製造業 43 33 10 4.9 ▲ 2.9 42.9 2 ▲ 1 3

　　28　電子部品・デバイス・電子回路製造業 42 27 15 ▲ 14.3 80.0 ▲ 55.9 ▲ 7 12 ▲ 19

　　29　電気機械器具製造業 263 199 64 ▲ 38.8 ▲ 26.3 ▲ 60.0 ▲ 167 ▲ 71 ▲ 96

　　30　情報通信機械器具製造業 49 40 9 ▲ 9.3 ▲ 9.1 ▲ 10.0 ▲ 5 ▲ 4 ▲ 1

　　31　輸送用機械器具製造業 218 177 41 0.0 ▲ 1.1 5.1 0 ▲ 2 2

　　20,32　その他の製造業 135 100 35 ▲ 0.7 23.5 ▲ 36.4 ▲ 1 19 ▲ 20

Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業（33～36） 9 8 1 28.6 14.3 - 2 1 1

Ｇ　情報通信業（37～41） 206 181 25 3.5 13.8 ▲ 37.5 7 22 ▲ 15

　　　　　（39　情報サービス業） 175 162 13 9.4 15.7 ▲ 35.0 15 22 ▲ 7

Ｈ　運輸業, 郵便業（42～49） 1,544 1,125 419 4.8 ▲ 3.2 34.7 71 ▲ 37 108

Ｉ　卸売業, 小売業（50～61） 3,720 1,999 1,721 14.1 13.6 14.7 461 240 221

　　　　　50～55　卸売業 944 615 329 3.5 7.9 ▲ 3.8 32 45 ▲ 13

　　　　　56～61　小売業 2,776 1,384 1,392 18.3 16.4 20.2 429 195 234

　　　　　（56　各種商品小売業） 216 75 141 23.4 78.6 6.0 41 33 8

Ｊ　金融業, 保険業（62～67） 68 40 28 ▲ 18.1 ▲ 34.4 27.3 ▲ 15 ▲ 21 6

Ｋ　不動産業, 物品賃貸業（68～70） 616 411 205 39.7 39.3 40.4 175 116 59

Ｌ　学術研究, 専門・技術サービス業（71～74） 849 610 239 ▲ 5.7 9.1 ▲ 29.9 ▲ 51 51 ▲ 102

Ｍ　宿泊業, 飲食サービス業（75～77） 1,658 550 1,108 ▲ 32.5 18.8 ▲ 44.4 ▲ 799 87 ▲ 886

　　　　　（76　飲食店） 1,064 356 708 ▲ 44.8 33.3 ▲ 57.4 ▲ 864 89 ▲ 953

N　生活関連サービス業, 娯楽業（78～80） 1,061 579 482 39.4 78.2 10.6 300 254 46

O　教育，学習支援業（81,82） 480 232 248 3.0 ▲ 6.5 13.8 14 ▲ 16 30

Ｐ　医療，福祉（83～85） 9,309 4,427 4,882 8.1 9.0 7.3 696 364 332

　　　　　（83　医療業） 2,878 1,551 1,327 6.0 7.3 4.4 162 106 56

　　　　　（85　社会保険・社会福祉・介護事業） 6,415 2,873 3,542 9.1 10.1 8.3 534 263 271

Ｑ　複合サービス事業（86,87） 138 84 54 16.0 10.5 25.6 19 8 11

Ｒ　サービス業（他に分類されないもの） （88～96） 3,849 2,305 1,544 2.5 7.7 ▲ 4.4 94 165 ▲ 71

S. T　公務（他に分類されるものを除く）・その他（97,98,99） 350 94 256 ▲ 34.3 ▲ 51.3 ▲ 24.7 ▲ 183 ▲ 99 ▲ 84

(注) 1.平成25年10月改定 ｢日本標準産業分類｣ に基づく区分により表章したもの。

　　  2.全数は「一般 （一般常用＋臨時・季節）」＋「パートタイム （常用的パートタイム＋臨時的パートタイム）」

産　　　 業
全 数

新規求人数         （人）

令和4年9月

全 数 全 数

対前年同月差        （人）対前年同月比        （％）
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第５表 - 2　　主要産業別、規模別一般新規求人状況　　（原数値）

  ○ 主要産業別、規模別一般新規求人状況 （新規学卒者を除く）

新

規

求

人

∧

人

∨

対

前

年

同

月

比

∧

％

∨

  ○ 主要産業における対前年同月比の推移 （新規学卒者を除く）
3年 4年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

合　　　計　（　全　産　業　） 7.3 2.1 5.3 14.3 3.5 3.1 11.3 13.6 9.1 10.4 10.1 2.3

D 建設業 ▲ 2.6 5.3 ▲ 1.1 3.5 ▲ 7.5 ▲ 2.8 3.0 4.0 0.4 ▲ 6.4 19.1 ▲ 6.4
E 製造業 31.3 37.3 23.7 48.0 31.9 23.7 24.9 21.6 11.8 20.8 9.6 1.3

全 G 情報通信業 6.1 12.3 7.4 ▲ 12.2 10.1 10.6 ▲ 10.9 ▲ 22.0 ▲ 5.9 ▲ 25.5 25.7 3.5
H 運輸業, 郵便業 40.1 8.2 12.6 31.4 17.7 11.2 21.6 27.7 1.6 24.9 16.0 4.8
I  卸売業, 小売業 5.9 ▲ 0.1 8.3 18.3 4.9 13.0 5.9 21.2 14.2 19.5 15.8 14.1
L 学術研究, 専門・技術サービス業 ▲ 3.5 0.4 24.2 15.3 11.8 9.7 8.4 6.6 9.0 21.6 20.9 ▲ 5.7
M 宿泊業, 飲食サービス業 ▲ 30.3 ▲ 44.4 ▲ 35.7 ▲ 13.3 ▲ 39.9 ▲ 42.5 ▲ 13.9 ▲ 13.4 ▲ 30.6 ▲ 20.6 ▲ 25.1 ▲ 32.5

数 N 生活関連サービス業, 娯楽業 ▲ 6.2 18.3 38.8 18.6 11.8 2.8 8.7 ▲ 3.6 30.2 ▲ 2.1 1.8 39.4
O 教育，学習支援業 21.0 7.8 4.6 32.9 ▲ 32.4 ▲ 5.9 ▲ 3.3 24.1 24.3 5.8 43.5 3.0
P 医療, 福祉 12.3 5.4 7.5 11.5 4.8 10.5 17.7 16.9 14.9 15.9 9.9 8.1
R サービス業（他に分類されないもの） 7.5 17.8 7.0 6.6 16.9 8.1 17.3 20.5 19.6 16.1 15.1 2.5

合　　　計　（　全　産　業　） 10.4 12.5 11.5 18.6 7.7 11.6 15.6 15.5 11.5 11.6 13.2 6.0

D 建設業 ▲ 1.7 3.7 1.4 2.4 ▲ 7.6 ▲ 0.7 4.0 4.1 ▲ 0.1 ▲ 8.0 20.4 ▲ 9.0

E 製造業 35.6 46.4 24.8 47.5 28.2 23.5 24.8 18.3 9.9 18.8 7.1 3.7

一 G 情報通信業 ▲ 3.8 13.7 30.8 14.2 15.3 18.1 ▲ 7.3 ▲ 21.3 ▲ 0.6 ▲ 8.3 28.8 13.8

H 運輸業, 郵便業 27.6 3.8 9.2 30.0 14.5 4.4 28.0 28.9 ▲ 7.0 23.8 15.5 ▲ 3.2

I  卸売業, 小売業 ▲ 1.4 7.6 23.0 13.2 8.9 15.4 7.4 23.9 20.3 23.1 12.2 13.6

L 学術研究, 専門・技術サービス業 ▲ 13.5 8.7 ▲ 3.2 4.2 23.0 14.1 5.2 ▲ 2.1 11.2 10.1 22.5 9.1

M 宿泊業, 飲食サービス業 40.8 13.9 9.6 74.6 ▲ 12.2 12.1 75.8 79.4 18.1 ▲ 1.8 38.1 18.8

般 N 生活関連サービス業, 娯楽業 ▲ 20.5 52.5 33.5 11.1 ▲ 0.6 ▲ 0.2 2.8 ▲ 11.9 42.5 ▲ 7.3 ▲ 8.9 78.2

O 教育，学習支援業 26.6 ▲ 3.0 26.5 31.4 ▲ 18.8 16.2 ▲ 8.4 26.1 29.0 ▲ 4.3 38.1 ▲ 6.5

P 医療, 福祉 15.4 7.8 14.1 15.9 3.8 14.5 24.8 21.0 10.9 22.3 10.8 9.0

R サービス業（他に分類されないもの） 3.6 26.0 3.3 15.1 25.9 17.7 13.2 15.9 22.0 4.9 10.0 7.7

(注) 1.平成25年10月改定の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。

　　  2.全数は「一般 （一般常用＋臨時・季節）」＋「パートタイム （常用的パートタイム＋臨時的パートタイム）」

2,300

一般常用

1,368

2,404

16,204

125

臨時・季節

11170

164

25

12,470

令和4年9月

パートタイム

221

942

19

1,549

2,436

90

1,108549

48288491

239

1

19591

3,662

5,052

3,538

▲ 0.1

2,071

219 13

651

144

4,383

248

2,513

▲ 30.9

44 4,882

182

▲ 4.6

38.1▲ 29.6

953

▲ 2.433.7

3,685

756 1,544

▲ 4.4

10.6

▲ 44.4

▲ 37.5

13.8

10.6

▲ 15.4

9.6

　　　　　　　　（％）

6.0

46.0

6.0

15.9 94.6

▲ 29.7

23.8 10.3

▲ 9.3

10.9

▲ 21.8

12.8

300～499人

M 宿泊業, 飲食サービス業

4,320

9.0

7.7

N 生活関連サービス業, 娯楽業

1.3

3.5

E 製造業

▲ 6.4

L 学術研究, 専門・技術サービス業

▲ 8.3

29.72.5

▲ 29.9

812

14.7

7.3

H 運輸業, 郵便業

I  卸売業, 小売業

1,000人以上

合　　　　計　　(　全　産　業　)

G 情報通信業

500～999人

D 建設業

34.7

産　　　　 　　　業

500～999人

100～299人

62.5

4,300.0

29人以下

30～99人

300～499人

6.7

14.6 16.9

11.7

O 教育，学習支援業

P 医療, 福祉 8.1
R サービス業（他に分類されないもの）

▲ 6.5

9.0

7.1▲ 6.7

▲ 0.5

9.2

119.3

2,052

4.2

1,164

984

2.3

2.8

6.9

1,000人以上 ▲ 15.8

8.9 7.7

▲ 0.4

（企業規模別）

22.0

52.0

▲ 8.8

14.1

4.8 ▲ 3.2

13.6

1,020

104880

18.8

320.5

22.5

3,844

9.1

4,189

3.7

▲ 8.8

13.8

▲ 9.0

16.4

6.6

280.0

▲ 4.0

197

6.7

▲ 93.3

6.7

849

▲ 6.5

39.4 78.2

1,976

579

550

2,305

232

610

8,827

2,249

6.0

1,937

6,625

4,427

5,142

3.0

▲ 5.7

480

6,357

1,658

3,849

9,309

1,061

▲ 32.5

1,125

1,999

2,644 2,423

3,367

3,720

1,544

181

全  数 一 般

17,57230,042

2,425

206

419

1,721

1,052 73

1,835

産　　　 業　　・　　規　　　 模

E 製造業

R サービス業（他に分類されないもの）

合　　　　計　　(　全　産　業　)

D 建設業

G 情報通信業

I  卸売業, 小売業

M 宿泊業, 飲食サービス業

L 学術研究, 専門・技術サービス業

P 医療, 福祉

O 教育，学習支援業

N 生活関連サービス業, 娯楽業

H 運輸業, 郵便業

100～299人

29人以下

30～99人

（企業規模別）
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 第６表　　企業規模別一般新規求人の推移（新規学卒者を除く　原数値）

 第７表　　新規求職者の状況（態様別）

※新規学卒者を除き、パートタイムを含む。　上段は原数値、下段は前年同月比。

※下段は前年同月比。

※一般常用労働者（新規学卒者、パート、臨時・季節を除く）の数値（原数値）を計上。

※「無業者」には、(1)家事、育児等従事者、(2)その他を計上し、離職後１年を超える者を含む。

3年9月 10月 11月 12月 4年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

8,860 8,767 7,765 8,104 9,218 8,139 9,365 8,918 7,829 9,129 8,687 8,072 8,827

▲ 1.6 4.8 8.0 4.5 14.2 1.3 4.8 11.1 10.8 8.4 10.5 4.5 ▲ 0.4

5,958 6,191 5,964 5,888 6,389 6,167 6,540 5,871 5,835 6,774 5,950 5,769 6,357

▲ 2.9 10.9 14.9 6.3 11.5 19.5 0.6 5.9 19.4 14.5 9.5 2.9 6.7

5,780 5,995 5,306 5,572 6,391 5,334 6,104 6,058 5,306 6,659 6,382 5,852 6,625

6.2 9.5 7.7 12.4 17.9 ▲ 1.5 10.6 16.1 13.7 19.7 20.1 20.2 14.6

1,849 2,276 2,085 1,850 2,489 2,204 1,808 2,432 1,793 2,042 2,317 1,957 1,976

8.4 18.7 15.4 3.2 36.7 10.7 6.3 29.5 15.6 29.4 7.6 14.9 6.9

1,778 2,283 1,753 1,971 2,695 2,053 1,983 2,105 1,918 2,040 2,104 2,271 1,937

▲ 13.0 19.0 ▲ 5.4 ▲ 5.1 18.9 3.6 ▲ 3.3 25.3 21.7 2.2 8.7 37.4 8.9

5,133 5,105 3,667 5,013 5,213 4,580 4,864 4,842 4,158 4,252 4,937 4,405 4,320

▲ 0.8 ▲ 3.0 ▲ 26.9 3.3 3.5 ▲ 7.2 ▲ 3.3 0.5 7.0 ▲ 12.3 2.3 5.5 ▲ 15.8
1,000人以上

29人以下

30～99人

100～299人

300～499人

500～999人

3年9月 10月 11月 12月 4年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

9,293 10,061 8,874 7,602 10,704 9,652 10,938 12,239 9,859 9,778 8,780 9,417 9,274

2.1 0.9 13.1 3.9 9.6 1.0 ▲ 1.2 ▲ 1.1 17.6 4.0 ▲ 5.5 ▲ 2.3 ▲ 0.2

2,722 2,823 2,651 2,452 3,438 3,500 3,661 2,678 2,637 2,839 2,485 2,672 2,607

12.0 10.9 20.2 12.6 17.9 4.8 6.5 4.5 27.9 9.3 ▲ 5.2 ▲ 2.1 ▲ 4.2

5,867 6,485 5,548 4,584 6,495 5,449 6,293 8,685 6,487 6,212 5,629 6,077 5,993

▲ 2.7 ▲ 4.4 9.6 ▲ 2.5 3.7 ▲ 2.4 ▲ 6.3 ▲ 3.1 13.4 1.9 ▲ 5.6 ▲ 2.2 2.1

148 238 150 135 204 164 202 475 237 182 163 174 165

▲ 8.1 ▲ 4.4 1.4 1.5 10.9 ▲ 3.5 3.6 ▲ 6.5 27.4 ▲ 4.2 ▲ 4.1 ▲ 8.4 11.5

1,281 1,610 1,287 1,155 1,524 1,162 1,369 2,514 1,531 1,338 1,282 1,215 1,235

▲ 29.1 ▲ 20.6 ▲ 4.2 ▲ 10.8 ▲ 11.7 ▲ 15.7 ▲ 21.7 ▲ 15.0 2.2 ▲ 15.5 ▲ 21.3 ▲ 13.6 ▲ 3.6

4,262 4,474 3,934 3,159 4,539 3,934 4,505 5,518 4,548 4,525 4,032 4,534 4,438

8.4 2.7 13.7 0.1 8.6 1.4 ▲ 1.6 3.6 16.4 8.5 1.2 2.9 4.1

704 753 675 566 771 703 984 876 735 727 666 668 674

10.0 17.1 16.2 30.1 31.1 11.9 6.8 3.3 21.7 2.7 ▲ 5.3 ▲ 4.3 ▲ 4.3
無業者

自己都合離職者

新規求職者数計

在職者

離職者

定年等退職者

事業主都合離職者
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〈参考　表１ - 1〉　　一般職業紹介状況 （新規学卒者を除きパートタイムを含む）　（原数値）

4年 4年 3年

9月 8月 9月

83,197 85,030 86,371 ▲ 3.7 ▲ 1.1

15,506 15,417 15,438 0.4 4.8

86,375 86,603 80,245 7.6 ▲ 2.1

30,042 28,326 29,358 2.3 1.1

3,837 3,467 3,779 1.5

3,509 3,146 3,579 ▲ 2.0

1.04 1.02 0.93 0.11 － 

1.04 1.05 0.93 － ▲ 0.01

1.94 1.84 1.90 0.04 － 

1.79 1.86 1.76 － ▲ 0.07

24.7 22.5 24.5 0.3

11.7 11.1 12.2 ▲ 0.5

82,818 84,339 85,776 ▲ 3.4

15,438 15,315 15,360 0.5

78,624 78,752 71,032 10.7

27,378 25,406 26,049 5.1

3,510 3,174 3,488 0.6

3,227 2,889 3,226 0.0

0.95 0.93 0.83 0.12

1.77 1.66 1.70 0.07

22.7 20.7 22.7 0.0

11.8 11.4 12.4 ▲ 0.6

(注) １．季節調整法はセンサス局法Ⅱ（Ｘ-12-ＡＲＩＭＡ）による。

            なお、令和3年12月以前の季節調整値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改定されている。

 ２．▲は減少である。

  2  新規求職申込件数（件）

 20  充足率（16/14*100）（％）

 16  充足数（件）

 13  月間有効求人数（人）

 17  有効求人倍率（１3/11）（倍）

 11  月間有効求職者数（人）

  6  充足数（件）

 10  充足率（6/4*100）（％）

           季節調整値

  9  就職率（5/2*100）（％）

           季節調整値

  8  新規求人倍率（4/2）（倍）

令和4年9月

季節調整値
対前月

増減比、差
（%、ﾎﾟｲﾝﾄ）

対前年同月
増減比、差

（%、ﾎﾟｲﾝﾄ）

常
 
 
 
 
 

用
 
 
 
 
 

計  18  新規求人倍率（14/12）（倍）

 19  就職率（15/12*100）（％）

 15  就職件数（件）

 12  新規求職申込件数（件）

 14  新規求人数（人）

項　　　　　　　　目

  7  有効求人倍率（3/1）（倍）

  1  月間有効求職者数（人）

  5  就職件数（件）

  4  新規求人数（人）

全
 
 
 
 
 
 
 

数

  3  月間有効求人数（人）
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令和4年9月

4年 4年 3年

9月 8月 9月

48,989 49,842 51,562 ▲ 5.0

9,274 9,417 9,293 ▲ 0.2

47,084 47,459 42,944 9.6

16,204 15,252 15,556 4.2

1,752 1,668 1,841 ▲ 4.8

1,636 1,550 1,735 ▲ 5.7

0.96 0.95 0.83 0.13

1.75 1.62 1.67 0.08

18.9 17.7 19.8 ▲ 0.9

 10  充足率（6/4*100）（％） 10.1 10.2 11.2 ▲ 1.1

 11  月間有効求人数（人） 39,784 39,961 36,288 9.6

13,911 12,830 13,081 6.3

1,415 1,377 1,475 ▲ 4.1

1,341 1,290 1,415 ▲ 5.2

0.81 0.80 0.70 0.11

9.6 10.1 10.8 ▲ 1.2

33,829 34,497 34,214 ▲ 1.1

6,164 5,898 6,067 1.6

31,540 31,293 28,088 12.3

11,174 10,154 10,493 6.5

1,758 1,506 1,647 6.7

1,591 1,339 1,491 6.7

0.93 0.91 0.82 0.11

1.81 1.72 1.73 0.08

28.5 25.5 27.1 1.4

14.2 13.2 14.2 0.0

１．▲は減少である。

２．正社員の有効求人倍率は正社員の月間有効求人数をパートタイムを除く常用の月間有効求職者数で除して算出して

        　　いるが、パートタイムを除く月間有効求職者数には派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味

 　　での正社員有効求人倍率より低い値となる。

〈参考　表１ - 2〉　　雇用形態別常用職業紹介状況（新規学卒者を除く）　（原数値）

 24  新規求人倍率（20/18）（倍）

 14  充足数（件）

 15  有効求人倍率（11/1）（倍）

 22  充足数（件）

 20  新規求人数（人）

 21  就職件数（件）

 19  月間有効求人数（人）

 17  月間有効求職者数（人）

  4  新規求人数（人）

項　　　　　　　　目

  7  有効求人倍率（3/1）（倍）

  5  就職件数（件）

  2  新規求職申込件数（件）

対前年同月
増減比、差
（%、ﾎﾟｲﾝﾄ）

  9  就職率（5/2*100）（％）

常
用
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム

 18　新規求職申込件数（人）

一
般
常
用

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
除
く

）

  6  充足数（件）

正
　
社
　
員

 13  就職件数（件）

  1  月間有効求職者数（人）

 26  充足率（22/20*100）（％）

 23  有効求人倍率（１9/17）（倍）

 25  就職率（21/18*100）（％）

  8  新規求人倍率（4/2）（倍）

 16  充足率（14/12*100）（％）

 12  新規求人数（人）

  3  月間有効求人数（人）
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職　　業　　分　　類 有効求人数 有効求職者数 有効求人倍率 充足数

　A 管理的職業 389 376 1.03 4

　B 専門的・技術的職業 17,168 11,228 1.53 468

　　07 開発技術者 588 434 1.35 10

　　08 製造技術者 422 854 0.49 11

　　09 建築・土木・測量技術者 1,835 469 3.91 16

　　10 情報処理・通信技術者 694 1,143 0.61 10

　　11 その他の技術者 79 82 0.96 2

　　12 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 547 308 1.78 8

　　13 保健師、助産師、看護師 4,127 1,980 2.08 133

　　14 医療技術者 1,926 631 3.05 37

　　15 その他の保健医療の職業 887 559 1.59 18

　　16 社会福祉の専門的職業 4,809 1,871 2.57 162

　　22 美術家、デザイナー、写真家、映像撮影者 189 1,202 0.16 12

　　05、06、17～21、23、24 その他の専門的職業 1,065 1,695 0.63 49

　Ｃ 事務的職業 7,835 21,320 0.37 723

　　25 一般事務の職業 5,481 18,186 0.30 537

　　26 会計事務の職業 625 1,287 0.49 60

　　27 生産関連事務の職業 649 437 1.49 43

　　28 営業・販売関連事務の職業 644 974 0.66 52

　　29 外勤事務の職業 48 0 - 2

　　30 運輸・郵便事務の職業 210 98 2.14 20

　　31 事務用機器操作の職業 178 338 0.53 9

　Ｄ 販売の職業 6,736 5,356 1.26 153

　　32 商品販売の職業 3,867 3,362 1.15 102

　　33 販売類似の職業 283 91 3.11 3

　　34 営業の職業 2,586 1,903 1.36 48

　Ｅ サービスの職業 18,820 8,107 2.32 487

　　35 家庭生活支援サービスの職業 173 42 4.12 12

　　36 介護サービスの職業 9,441 2,570 3.67 166

　　37 保健医療サービスの職業 1,247 417 2.99 61

　　38 生活衛生サービスの職業 1,059 606 1.75 17

　　39 飲食物調理の職業 3,386 1,912 1.77 120

　　40 接客・給仕の職業 2,492 1,350 1.85 53

　　41 居住施設・ビル等の管理の職業 276 590 0.47 23

　　42 その他のサービスの職業 746 620 1.20 35

　Ｆ 保安の職業 2,846 568 5.01 96

　Ｇ 農林漁業の職業 460 385 1.19 33

　H 生産工程の職業 8,214 4,355 1.89 394

　　49 生産設備制御・監視の職業(金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断) 98 80 1.23 3

　　50 生産設備制御・監視の職業(金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く) 186 84 2.21 14

　　51 生産設備制御・監視の職業(機械組立) 75 76 0.99 3

　　52 金属材料製造、金属加工金属溶接・溶断の職業 2,025 665 3.05 82

　　54 製品製造・加工処理の職業(金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く) 2,730 1,373 1.99 166

　　57 機械組立の職業 903 811 1.11 44

　　60 機械整備・修理の職業 1,110 311 3.57 26

　　61 製品検査の職業(金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断) 228 70 3.26 9

　　62 製品検査の職業(金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く) 238 101 2.36 19

　　63 機械検査の職業 159 72 2.21 10

　　64 生産関連・生産類似の職業 462 712 0.65 18

　I 輸送・機械運転の職業 4,346 2,770 1.57 252

　　65 鉄道運転の職業 8 5 1.60 0

　　66 自動車運転の職業 3,365 1,894 1.78 201

　　67 船舶・航空機運転の職業 0 6 0.00 0

　　68 その他の運輸の職業 284 425 0.67 15

　　69 定置・建設機械運転の職業 689 440 1.57 36

　J 建設・採掘の職業 3,825 774 4.94 46

　　70 建設躯体工事の職業 811 68 11.93 4

　　71 建設の職業(建設躯体工事の職業を除く) 1,051 291 3.61 11

　　72 電気工事の職業 554 219 2.53 13

　　73 土木の職業 1,403 195 7.19 18

　　74 採掘の職業 6 1 6.00 0

　K 運搬・清掃・包装等の職業 7,985 11,053 0.72 571

　　75 運搬の職業 2,129 1,649 1.29 122

　　76 清掃の職業 2,948 1,826 1.61 218

　　77 包装の職業 341 137 2.49 31

　　78 その他の運搬・清掃・包装等の職業 2,567 7,441 0.34 200

　分類不能の職業 0 16,526 0.00 0

職　　　業　　　計 78,624 82,818 0.95 3,227

 参考

Ｉ Ｔ 関連職業合計 1,767 3,079 0.57 50

福祉関連職業合計 17,634 5,766 3.06 419

福祉関連職業のうち介護関係 12,340 3,401 3.63 269
※　数値は原数値

〈参考　表１ - 3〉　　常用求人・求職バランスシート（常用的パート含む） 【令和4年9月】
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〈参考　表１ - 4〉　　一般職業紹介状況（全数） （新規学卒者を除く）

就職件数 充足数

季節調整
対前月
増減率

実　　　数
対前年同月

増減率

季節調整
対前月
増減率

実　　　数
対前年同月

増減率
季節調整値 実　　　数

季節調整
対前月
増減率

実　　　数
対前年同月

増減率

季節調整
対前月
増減率

実　　　数
対前年同月

増減率
季節調整値 実　　　数

実　　　数
対前年同月

増減率

実　　　数
対前年同月

増減率

％ ％ ％ ％ 倍 倍 ％ ％ ％ ％ 倍 倍 ％ ％

令和元年度 － ▲ 0.8 － ▲ 5.6 － 1.38 － ▲ 3.5 － ▲ 6.9 － 2.10 ▲ 10.5 ▲ 10.8

令和2年度 － 11.2 － ▲ 21.8 － 0.97 － ▲ 1.9 － ▲ 20.0 － 1.71 ▲ 17.4 ▲ 16.1

令和3年度 － 8.7 － 5.2 － 0.94 － 3.6 － 5.3 － 1.74 2.5 0.7

元年 9月 0.1 3.0 ▲ 0.4 ▲ 1.0 1.41 1.40 7.6 11.0 ▲ 2.7 0.8 2.04 2.13 3.2 4.1

10月 ▲ 0.7 ▲ 0.1 ▲ 0.7 ▲ 5.0 1.41 1.42 ▲ 7.8 ▲ 9.7 ▲ 1.7 ▲ 9.2 2.18 2.34 ▲ 6.7 ▲ 6.2

11月 ▲ 0.5 ▲ 1.3 ▲ 1.0 ▲ 5.5 1.41 1.47 ▲ 0.2 ▲ 8.9 1.0 ▲ 6.8 2.20 2.58 ▲ 12.9 ▲ 14.3

12月 ▲ 0.2 ▲ 0.5 ▲ 0.8 ▲ 4.3 1.40 1.53 1.2 2.1 ▲ 1.9 1.2 2.14 2.76 ▲ 8.3 ▲ 10.9

2年 1月 1.4 0.9 ▲ 4.7 ▲ 9.4 1.31 1.42 1.2 ▲ 1.7 ▲ 12.5 ▲ 20.2 1.85 1.88 ▲ 17.0 ▲ 17.2

2月 0.9 0.5 ▲ 2.7 ▲ 13.0 1.27 1.37 ▲ 1.5 ▲ 7.3 5.4 ▲ 17.6 1.98 2.11 ▲ 22.9 ▲ 22.7

3月 ▲ 1.0 1.2 ▲ 5.3 ▲ 16.0 1.21 1.26 ▲ 4.5 ▲ 1.9 ▲ 7.6 ▲ 13.5 1.91 1.73 ▲ 16.3 ▲ 15.1

4月 ▲ 2.5 ▲ 1.5 ▲ 9.6 ▲ 22.7 1.12 1.06 ▲ 5.2 ▲ 10.2 ▲ 17.8 ▲ 32.3 1.66 1.20 ▲ 35.9 ▲ 34.2

5月 0.9 ▲ 2.7 ▲ 6.9 ▲ 28.6 1.04 0.95 4.7 ▲ 15.4 10.0 ▲ 32.3 1.74 1.60 ▲ 44.1 ▲ 44.8

6月 4.7 4.4 2.3 ▲ 26.3 1.01 0.92 18.5 19.4 7.7 ▲ 13.0 1.58 1.50 ▲ 16.1 ▲ 17.3

7月 6.3 8.2 1.9 ▲ 25.6 0.97 0.92 ▲ 5.8 ▲ 1.0 ▲ 9.4 ▲ 28.4 1.52 1.56 ▲ 20.1 ▲ 18.5

8月 4.5 14.2 0.6 ▲ 24.8 0.93 0.90 ▲ 3.9 ▲ 0.4 3.2 ▲ 29.2 1.64 1.71 ▲ 16.0 ▲ 12.8

9月 0.3 15.2 0.3 ▲ 23.6 0.93 0.93 ▲ 2.8 ▲ 5.1 9.6 ▲ 12.0 1.84 1.98 ▲ 16.9 ▲ 14.6

10月 1.2 17.5 0.7 ▲ 22.1 0.93 0.94 ▲ 0.3 2.2 ▲ 12.2 ▲ 24.2 1.62 1.74 ▲ 16.3 ▲ 17.2

11月 0.4 17.9 0.6 ▲ 21.9 0.93 0.97 ▲ 2.3 ▲ 6.0 8.4 ▲ 24.6 1.80 2.07 ▲ 15.8 ▲ 13.4

12月 0.1 19.5 ▲ 0.5 ▲ 21.5 0.93 1.01 0.1 ▲ 1.3 2.0 ▲ 13.9 1.83 2.41 ▲ 11.0 ▲ 8.3

3年 1月 ▲ 1.2 14.8 0.2 ▲ 17.4 0.94 1.02 ▲ 2.1 ▲ 10.0 ▲ 5.5 ▲ 12.4 1.77 1.83 ▲ 7.7 ▲ 5.9

2月 ▲ 0.6 14.0 ▲ 0.4 ▲ 15.6 0.94 1.02 1.0 0.01 0.1 ▲ 15.3 1.75 1.78 ▲ 3.9 ▲ 2.0

3月 0.9 16.2 0.6 ▲ 9.9 0.94 0.98 3.4 10.2 4.7 4.8 1.77 1.64 4.9 6.7

4月 1.4 19.9 0.9 ▲ 0.1 0.93 0.89 2.2 12.6 ▲ 2.1 13.8 1.70 1.21 32.9 30.5

5月 0.1 19.1 0.2 7.6 0.93 0.86 ▲ 7.4 ▲ 1.6 ▲ 1.3 1.3 1.81 1.65 29.0 32.6

6月 ▲ 1.1 12.0 0.8 5.6 0.95 0.87 6.1 ▲ 13.7 4.7 1.3 1.79 1.76 1.3 2.8

7月 1.1 6.5 0.7 4.4 0.95 0.90 3.3 ▲ 5.7 ▲ 0.01 7.4 1.73 1.78 ▲ 6.9 ▲ 8.6

8月 1.8 5.3 0.8 5.8 0.94 0.91 3.9 10.2 ▲ 1.5 5.5 1.64 1.64 ▲ 3.4 ▲ 5.4

9月 0.8 5.0 ▲ 0.2 4.7 0.93 0.93 ▲ 3.8 3.4 3.0 ▲ 0.5 1.76 1.90 ▲ 2.5 ▲ 5.6

10月 0.7 3.9 ▲ 1.1 1.5 0.91 0.92 2.1 2.7 ▲ 1.1 7.3 1.70 1.82 ▲ 8.2 ▲ 9.0

11月 1.0 6.2 0.8 3.2 0.91 0.94 0.8 17.7 ▲ 2.0 2.1 1.65 1.79 5.3 1.5

12月 1.5 6.8 1.3 5.2 0.91 0.99 0.5 10.0 4.8 5.3 1.72 2.31 ▲ 0.8 ▲ 3.8

4年 1月 0.7 8.8 3.5 8.3 0.94 1.02 0.1 12.2 5.7 14.3 1.82 1.86 3.2 ▲ 0.6

2月 ▲ 1.8 7.7 0.9 9.1 0.96 1.03 ▲ 8.2 2.3 ▲ 7.4 3.5 1.84 1.80 ▲ 2.0 ▲ 4.4

3月 ▲ 0.02 5.6 ▲ 0.1 7.7 0.96 1.00 8.2 0.3 4.1 3.1 1.77 1.69 ▲ 4.5 ▲ 7.1

4月 ▲ 0.7 3.5 0.05 7.4 0.97 0.92 1.3 1.3 4.8 11.3 1.83 1.33 ▲ 7.8 ▲ 9.1

5月 0.4 5.1 2.2 10.6 0.99 0.90 ▲ 0.04 21.5 ▲ 1.9 13.6 1.80 1.54 2.2 ▲ 0.3

6月 ▲ 0.9 4.2 2.2 12.0 1.02 0.93 ▲ 0.3 4.8 ▲ 0.1 9.1 1.80 1.83 2.7 ▲ 0.1

7月 ▲ 0.6 2.3 ▲ 0.6 10.5 1.02 0.98 ▲ 3.9 ▲ 3.1 3.8 10.4 1.94 2.03 0.2 ▲ 3.1

8月 ▲ 2.9 ▲ 1.2 0.3 10.8 1.05 1.02 ▲ 3.8 ▲ 1.8 ▲ 8.0 10.1 1.86 1.84 3.6 0.0

9月 ▲ 1.1 ▲ 3.7 ▲ 2.1 7.6 1.04 1.04 4.8 0.4 1.1 2.3 1.79 1.94 1.5 ▲ 2.0

（注)1.パートタイムを含む全数。

     2.季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X－12－ARIMA）による。

       なお、令和3年12月以前の季節調整値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改定されている。

月間有効求職者数 月間有効求人数 有効求人倍率 新規求職申込件数 新規求人数 新規求人倍率

- 13 -



〈参考　表１ - 5〉　　雇用形態別就職件数の推移

全　数 一　般 一般のうち パート

うち受給者 うち受給者 常　　　　用 うち受給者 うち受給者

54,284 14,157 29,953 9,340 28,400 8,879 24,331 4,817 

44,818 12,668 22,945 7,957 21,761 7,528 21,873 4,711 

45,943 12,888 23,170 7,843 21,967 7,414 22,773 5,045 

2年 9月 3,877 1,203 1,985 753 1,916 721 1,892 450 

10月 4,206 1,296 2,109 817 1,997 775 2,097 479 

11月 3,687 1,158 1,873 738 1,789 708 1,814 420 

12月 3,452 1,085 1,767 661 1,648 611 1,685 424 

3年 1月 3,026 911 1,573 553 1,442 493 1,453 358 

2月 3,711 992 1,912 621 1,782 582 1,799 371 

3月 5,245 1,312 2,553 785 2,426 743 2,692 527 

4月 4,448 1,040 2,194 634 2,085 602 2,254 406 

5月 3,770 1,027 1,853 634 1,774 603 1,917 393 

6月 4,016 1,157 1,941 691 1,855 656 2,075 466 

7月 3,646 1,035 1,868 640 1,787 616 1,778 395 

8月 3,346 1,044 1,787 627 1,712 601 1,559 417 

9月 3,779 1,146 1,934 686 1,841 652 1,845 460 

10月 3,860 1,112 1,898 694 1,809 659 1,962 418 

11月 3,884 1,152 2,005 723 1,908 686 1,879 429 

12月 3,424 1,043 1,774 648 1,655 605 1,650 395 

4年 1月 3,124 918 1,684 565 1,557 522 1,440 353 

2月 3,636 969 1,798 563 1,696 524 1,838 406 

3月 5,010 1,245 2,434 738 2,288 688 2,576 507 

4月 4,102 1,014 2,011 626 1,905 599 2,091 388 

5月 3,853 1,000 1,852 605 1,770 591 2,001 395 

6月 4,126 1,147 1,919 654 1,814 618 2,207 493 

7月 3,655 1,060 1,862 629 1,771 600 1,793 431 

8月 3,467 1,092 1,764 652 1,668 610 1,703 440 

9月 3,837 1,112 1,840 630 1,752 598 1,997 482 

▲ 10.5 ▲ 5.8 ▲ 12.8 ▲ 7.8 ▲ 12.7 ▲ 7.9 ▲ 7.5 ▲ 1.8 

▲ 17.4 ▲ 10.5 ▲ 23.4 ▲ 14.8 ▲ 23.4 ▲ 15.2 ▲ 10.1 ▲ 2.2 

2.5 1.7 1.0 ▲ 1.4 0.9 ▲ 1.5 4.1 7.1 

2年 9月 ▲ 16.9 ▲ 8.4 ▲ 23.3 ▲ 13.1 ▲ 22.2 ▲ 12.4 ▲ 9.0 0.9 

10月 ▲ 16.3 ▲ 8.2 ▲ 22.8 ▲ 12.9 ▲ 23.0 ▲ 12.3 ▲ 8.6 1.1 

11月 ▲ 15.8 ▲ 8.3 ▲ 22.0 ▲ 9.4 ▲ 22.2 ▲ 9.2 ▲ 8.3 ▲ 6.3 

12月 ▲ 11.0 ▲ 2.8 ▲ 20.2 ▲ 10.2 ▲ 20.1 ▲ 12.5 1.3 11.6 

3年 1月 ▲ 7.7 4.5 ▲ 13.1 ▲ 0.7 ▲ 15.1 ▲ 6.5 ▲ 0.9 13.7 

2月 ▲ 3.9 9.4 ▲ 11.0 2.5 ▲ 12.0 0.9 5.0 23.3 

3月 4.9 17.5 ▲ 4.3 7.5 ▲ 4.3 7.5 15.5 36.2 

4月 32.9 31.6 19.4 22.6 20.1 23.6 49.2 48.7 

5月 29.0 48.0 18.8 40.9 19.1 40.6 40.6 61.1 

6月 1.3 2.5 ▲ 2.8 ▲ 4.7 ▲ 3.2 ▲ 6.7 5.5 15.3 

7月 ▲ 6.9 ▲ 3.8 ▲ 4.1 ▲ 5.6 ▲ 3.6 ▲ 4.5 ▲ 9.7 ▲ 0.8 

8月 ▲ 3.4 2.2 ▲ 2.5 ▲ 4.9 ▲ 3.0 ▲ 4.8 ▲ 4.5 14.9 

9月 ▲ 2.5 ▲ 4.7 ▲ 2.6 ▲ 8.9 ▲ 3.9 ▲ 9.6 ▲ 2.5 2.2 

10月 ▲ 8.2 ▲ 14.2 ▲ 10.0 ▲ 15.1 ▲ 9.4 ▲ 15.0 ▲ 6.4 ▲ 12.7 

11月 5.3 ▲ 0.5 7.0 ▲ 2.0 6.7 ▲ 3.1 3.6 2.1 

12月 ▲ 0.8 ▲ 3.9 0.4 ▲ 2.0 0.4 ▲ 1.0 ▲ 2.1 ▲ 6.8 

4年 1月 3.2 0.8 7.1 2.2 8.0 5.9 ▲ 0.9 ▲ 1.4 

2月 ▲ 2.0 ▲ 2.3 ▲ 6.0 ▲ 9.3 ▲ 4.8 ▲ 10.0 2.2 9.4 

3月 ▲ 4.5 ▲ 5.1 ▲ 4.7 ▲ 6.0 ▲ 5.7 ▲ 7.4 ▲ 4.3 ▲ 3.8 

4月 ▲ 7.8 ▲ 2.5 ▲ 8.3 ▲ 1.3 ▲ 8.6 ▲ 0.5 ▲ 7.2 ▲ 4.4 

5月 2.2 ▲ 2.6 ▲ 0.1 ▲ 4.6 ▲ 0.2 ▲ 2.0 4.4 0.5 

6月 2.7 ▲ 0.9 ▲ 1.1 ▲ 5.4 ▲ 2.2 ▲ 5.8 6.4 5.8 

7月 0.2 2.4 ▲ 0.3 ▲ 1.7 ▲ 0.9 ▲ 2.6 0.8 9.1 

8月 3.6 4.6 ▲ 1.3 4.0 ▲ 2.6 1.5 9.2 5.5 

9月 1.5 ▲ 3.0 ▲ 4.9 ▲ 8.2 ▲ 4.8 ▲ 8.3 8.2 4.8 

3年度

元年度

2年度

元年度

    下段は前年同月比（前年度比）。

2年度

3年度
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〈参考　表１ - 6〉　　正社員の職業紹介状況

合計 正社員 非正社員 正社員 非正社員 合計 正社員 非正社員 合計 正社員 非正社員

元年度 - 0.95 402,200 170,086 232,114 42.3 57.7 50,827 21,521 29,306 12.6 12.7 12.6 

2年度 - 0.69 321,748 138,925 182,823 43.2 56.8 42,636 16,639 25,997 13.3 12.0 14.2 

3年度 - 0.72 338,820 151,795 187,025 44.8 55.2 42,915 16,735 26,180 12.7 11.0 14.0 

2年 9月 0.93 0.66 29,507 12,759 16,748 43.2 56.8 3,792 1,529 2,263 12.9 12.0 13.5 

10月 0.93 0.67 28,526 12,189 16,337 42.7 57.3 3,935 1,501 2,434 13.8 12.3 14.9 

11月 0.93 0.70 25,984 11,269 14,715 43.4 56.6 3,501 1,360 2,141 13.5 12.1 14.5 

12月 0.93 0.71 26,969 11,382 15,587 42.2 57.8 3,261 1,296 1,965 12.1 11.4 12.6 

3年 1月 0.94 0.72 28,347 12,310 16,037 43.4 56.6 2,862 1,138 1,724 10.1 9.2 10.8 

2月 0.94 0.73 27,516 12,188 15,328 44.3 55.7 3,546 1,365 2,181 12.9 11.2 14.2 

3月 0.94 0.71 29,735 12,556 17,179 42.2 57.8 5,066 1,781 3,285 17.0 14.2 19.1 

4月 0.93 0.67 27,159 11,864 15,295 43.7 56.3 4,183 1,542 2,641 15.4 13.0 17.3 

5月 0.93 0.65 23,629 10,697 12,932 45.3 54.7 3,551 1,362 2,189 15.0 12.7 16.9 

6月 0.95 0.68 28,328 12,955 15,373 45.7 54.3 3,824 1,457 2,367 13.5 11.2 15.4 

7月 0.95 0.71 27,524 12,505 15,019 45.4 54.6 3,424 1,366 2,058 12.4 10.9 13.7 

8月 0.94 0.70 25,731 11,369 14,362 44.2 55.8 3,145 1,319 1,826 12.2 11.6 12.7 

9月 0.93 0.70 29,358 13,081 16,277 44.6 55.4 3,579 1,415 2,164 12.2 10.8 13.3 

10月 0.91 0.71 30,617 13,591 17,026 44.4 55.6 3,579 1,415 2,164 11.7 10.4 12.7 

11月 0.91 0.74 26,540 12,333 14,207 46.5 53.5 3,555 1,445 2,110 13.4 11.7 14.9 

12月 0.91 0.76 28,398 12,703 15,695 44.7 55.3 3,137 1,285 1,852 11.0 10.1 11.8 

4年  1月 0.94 0.77 32,395 14,547 17,848 44.9 55.1 2,845 1,230 1,615 8.8 8.5 9.0 

2月 0.96 0.78 28,477 12,605 15,872 44.3 55.7 3,389 1,289 2,100 11.9 10.2 13.2 

3月 0.96 0.76 30,664 13,545 17,119 44.2 55.8 4,704 1,610 3,094 15.3 11.9 18.1 

4月 0.97 0.72 30,226 13,524 16,702 44.7 55.3 3,804 1,376 2,428 12.6 10.2 14.5 

5月 0.99 0.72 26,839 12,203 14,636 45.5 54.5 3,541 1,355 2,186 13.2 11.1 14.9 

6月 1.02 0.75 30,896 14,243 16,653 46.1 53.9 3,822 1,401 2,421 12.4 9.8 14.5 

7月 1.02 0.79 30,377 13,815 16,562 45.5 54.5 3,319 1,310 2,009 10.9 9.5 12.1 

8月 1.05 0.80 28,326 12,830 15,496 45.3 54.7 3,146 1,290 1,856 11.1 10.1 12.0 

9月 1.04 0.81 30,042 13,911 16,131 46.3 53.7 3,509 1,341 2,168 11.7 9.6 13.4 

元年度 - ▲ 0.01 ▲ 6.9 ▲ 3.4 ▲ 9.3 1.5 ▲ 1.5 ▲ 10.8 ▲ 12.7 ▲ 9.3 ▲ 0.5 ▲ 1.3 0.0 

2年度 - ▲ 0.26 ▲ 20.0 ▲ 18.3 ▲ 21.2 0.9 ▲ 0.9 ▲ 16.1 ▲ 22.7 ▲ 11.3 0.6 ▲ 0.7 1.6 

3年度 - 0.03 5.3 9.3 2.3 1.6 ▲ 1.6 0.7 0.6 0.7 ▲ 0.6 ▲ 1.0 ▲ 0.2 

2年 9月 0.00 ▲ 0.31 ▲ 12.0 ▲ 13.0 ▲ 11.3 ▲ 0.5 0.5 ▲ 14.6 ▲ 20.2 ▲ 10.3 ▲ 0.4 ▲ 1.1 0.2 

10月 0.00 ▲ 0.32 ▲ 24.2 ▲ 20.8 ▲ 26.5 1.8 ▲ 1.8 ▲ 17.2 ▲ 25.4 ▲ 11.3 1.2 ▲ 0.8 2.6 

11月 0.00 ▲ 0.32 ▲ 24.6 ▲ 22.5 ▲ 26.1 1.2 ▲ 1.2 ▲ 13.4 ▲ 23.4 ▲ 5.7 1.7 ▲ 0.1 3.1 

12月 0.00 ▲ 0.35 ▲ 13.9 ▲ 17.6 ▲ 10.9 ▲ 1.9 1.9 ▲ 8.3 ▲ 19.0 0.5 0.7 ▲ 0.2 1.4 

3年 1月 0.01 ▲ 0.25 ▲ 12.4 ▲ 2.8 ▲ 18.5 4.2 ▲ 4.2 ▲ 5.9 ▲ 11.3 ▲ 1.9 0.7 ▲ 0.9 1.8 

2月 0.00 ▲ 0.21 ▲ 15.3 ▲ 12.6 ▲ 17.3 1.4 ▲ 1.4 ▲ 2.0 ▲ 11.0 4.6 1.7 0.2 3.0 

3月 0.00 ▲ 0.16 4.8 ▲ 0.8 9.4 ▲ 2.4 2.4 6.7 ▲ 5.2 14.5 0.3 ▲ 0.7 0.9 

4月 ▲ 0.01 ▲ 0.08 13.8 18.9 10.1 1.9 ▲ 1.9 30.5 15.2 41.5 2.0 ▲ 0.4 3.8 

5月 0.00 ▲ 0.02 1.3 4.1 ▲ 0.8 1.2 ▲ 1.2 32.6 22.7 39.6 3.5 1.9 4.9 

6月 0.02 0.02 1.3 6.7 ▲ 2.7 2.2 ▲ 2.2 2.8 2.4 3.0 0.2 ▲ 0.5 0.9 

7月 0.00 0.04 7.4 12.3 3.6 2.0 ▲ 2.0 ▲ 8.6 ▲ 3.4 ▲ 11.7 ▲ 2.2 ▲ 1.8 ▲ 2.4 

8月 ▲ 0.01 0.04 5.5 5.8 5.2 0.2 ▲ 0.2 ▲ 5.4 ▲ 4.7 ▲ 5.9 ▲ 1.4 ▲ 1.3 ▲ 1.5 

9月 ▲ 0.01 0.04 ▲ 0.5 2.5 ▲ 2.8 1.4 ▲ 1.4 ▲ 5.6 ▲ 7.5 ▲ 4.4 ▲ 0.7 ▲ 1.2 ▲ 0.2 

10月 ▲ 0.02 0.04 7.3 11.5 4.2 1.7 ▲ 1.7 ▲ 9.0 ▲ 5.7 ▲ 11.1 ▲ 2.1 ▲ 1.9 ▲ 2.2 

11月 0.00 0.04 2.1 9.4 ▲ 3.5 3.1 ▲ 3.1 1.5 6.3 ▲ 1.4 ▲ 0.1 ▲ 0.4 0.3 

12月 0.00 0.05 5.3 11.6 0.7 2.5 ▲ 2.5 ▲ 3.8 ▲ 0.8 ▲ 5.8 ▲ 1.0 ▲ 1.3 ▲ 0.8 

4年  1月 0.03 0.05 14.3 18.2 11.3 1.5 ▲ 1.5 ▲ 0.6 8.1 ▲ 6.3 ▲ 1.3 ▲ 0.8 ▲ 1.7 

2月 0.02 0.05 3.5 3.4 3.5 0.0 0.0 ▲ 4.4 ▲ 5.6 ▲ 3.7 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 1.0 

3月 0.00 0.05 3.1 7.9 ▲ 0.3 2.0 ▲ 2.0 ▲ 7.1 ▲ 9.6 ▲ 5.8 ▲ 1.7 ▲ 2.3 ▲ 1.0 

4月 0.01 0.05 11.3 14.0 9.2 1.0 ▲ 1.0 ▲ 9.1 ▲ 10.8 ▲ 8.1 ▲ 2.8 ▲ 2.8 ▲ 2.7 

5月 0.02 0.07 13.6 14.1 13.2 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.5 ▲ 0.1 ▲ 1.8 ▲ 1.6 ▲ 2.0 

6月 0.03 0.07 9.1 9.9 8.3 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.1 ▲ 3.8 2.3 ▲ 1.1 ▲ 1.4 ▲ 0.9 

7月 0.00 0.08 10.4 10.5 10.3 0.1 ▲ 0.1 ▲ 3.1 ▲ 4.1 ▲ 2.4 ▲ 1.5 ▲ 1.4 ▲ 1.6 

8月 0.03 0.10 10.1 12.9 7.9 1.1 ▲ 1.1 0.0 ▲ 2.2 1.6 ▲ 1.1 ▲ 1.5 ▲ 0.7 

9月 ▲ 0.01 0.11 2.3 6.3 ▲ 0.9 1.7 ▲ 1.7 ▲ 2.0 ▲ 5.2 0.2 ▲ 0.5 ▲ 1.2 0.1 

(注)

１．正社員有効求人倍率＝正社員有効求人数/常用フルタイム有効求職者数

　　なお、常用フルタイム有効求職者数にはフルタイムの派遣労働者や契約社員を希望するものも含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となる。

２．充足率＝充足数/新規求人数

３．「非正社員」とは、パートタイム労働者、派遣労働者、臨時・季節労働者、契約社員、準社員、嘱託等の正社員ではない者である。

４．全体の有効求人倍率は季節調整値（令和3年12月以前の季節調整値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改定されている）。その他はすべて原数値。

５．全体の有効求人倍率は前月差、求人数及び充足数については前年同月比（％）、正社員有効求人倍率、構成比及び充足率については前年同月差（ポイント）。

年　月
充足率

構成比
全体の有効
求人倍率

（季節調整値）

正社員
有効

求人倍率

新規求人数（全数） 充足数
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〈参考　表２ - 1〉　　有効求人倍率 の推移（季節調整済）（新規学卒者を除く）

１　有効求人倍率

暦年平均 年度平均 暦年平均 年度平均

89年 元年 0.86 0.88 0.88 0.93 0.95 0.95 0.97 0.97 0.97 1.00 1.01 1.04 0.95 0.99 1.25 1.30

90年 2年 1.04 1.06 1.07 1.08 1.07 1.10 1.11 1.14 1.11 1.10 1.10 1.12 1.09 1.11 1.40 1.43

91年 3年 1.11 1.12 1.12 1.11 1.10 1.11 1.09 1.05 1.00 0.99 0.99 0.98 1.06 1.01 1.40 1.34

92年 4年 0.95 0.91 0.86 0.84 0.80 0.79 0.75 0.74 0.72 0.70 0.67 0.64 0.78 0.71 1.08 1.00

93年 5年 0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.54 0.50 0.76 0.71

94年 6年 0.46 0.45 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45 0.46 0.47 0.46 0.46 0.45 0.45 0.46 0.64 0.64

95年 7年 0.45 0.50 0.48 0.49 0.47 0.46 0.46 0.48 0.49 0.51 0.50 0.49 0.48 0.50 0.63 0.64

96年 8年 0.52 0.54 0.58 0.61 0.62 0.63 0.64 0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.61 0.62 0.70 0.72

97年 9年 0.63 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59 0.57 0.56 0.54 0.53 0.51 0.58 0.54 0.72 0.69

98年 10年 0.48 0.45 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.39 0.37 0.53 0.50

99年 11年 0.36 0.35 0.35 0.32 0.33 0.34 0.35 0.34 0.36 0.37 0.38 0.38 0.35 0.37 0.48 0.49

00年 12年 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.48 0.44 0.46 0.59 0.62

01年 13年 0.49 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.42 0.41 0.40 0.45 0.43 0.59 0.56

2年 14年 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.45 0.44 0.44 0.42 0.44 0.54 0.56

3年 15年 0.46 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.52 0.55 0.57 0.59 0.61 0.51 0.55 0.64 0.69

4年 16年 0.63 0.63 0.63 0.64 0.67 0.69 0.69 0.70 0.69 0.74 0.77 0.78 0.69 0.73 0.83 0.86

5年 17年 0.79 0.81 0.84 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83 0.84 0.85 0.83 0.86 0.95 0.98

6年 18年 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.94 0.96 0.96 0.95 0.95 0.96 0.96 0.94 0.95 1.06 1.06

7年 19年 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.96 0.94 0.92 0.89 0.88 0.94 0.92 1.04 1.02

8年 20年 0.86 0.85 0.84 0.85 0.83 0.79 0.78 0.74 0.72 0.72 0.69 0.68 0.78 0.70 0.88 0.77

9年 21年 0.61 0.55 0.51 0.48 0.46 0.45 0.43 0.43 0.44 0.43 0.43 0.42 0.47 0.44 0.47 0.45

10年 22年 0.43 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.50 0.51 0.53 0.54 0.55 0.56 0.49 0.53 0.52 0.56

11年 23年 0.57 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.59 0.61 0.65 0.68

12年 24年 0.65 0.65 0.67 0.67 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.69 0.80 0.82

13年 25年 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.78 0.77 0.79 0.80 0.82 0.75 0.79 0.93 0.97

14年 26年 0.83 0.86 0.86 0.86 0.88 0.88 0.89 0.89 0.90 0.91 0.92 0.95 0.88 0.91 1.09 1.11

15年 27年 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.99 1.01 1.02 1.04 1.05 0.98 1.01 1.20 1.23

16年 28年 1.06 1.08 1.09 1.11 1.12 1.14 1.14 1.14 1.15 1.17 1.19 1.19 1.13 1.17 1.36 1.39

17年 29年 1.20 1.23 1.24 1.26 1.28 1.29 1.29 1.31 1.30 1.32 1.33 1.35 1.28 1.32 1.50 1.54

18年 30年 1.38 1.38 1.39 1.39 1.40 1.43 1.45 1.46 1.47 1.47 1.47 1.46 1.43 1.45 1.61 1.62

19年 元年 1.46 1.46 1.45 1.44 1.44 1.43 1.42 1.42 1.41 1.41 1.41 1.40 1.43 1.38 1.60 1.55

20年 2年 1.31 1.27 1.21 1.12 1.04 1.01 0.97 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 1.04 0.97 1.18 1.10

21年 3年 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.95 0.95 0.94 0.93 0.91 0.91 0.91 0.93 0.94 1.13 1.16

22年 4年 0.94 0.96 0.96 0.97 0.99 1.02 1.02 1.05 1.04 - - - -

（注）1. パートタイムを含む全数。  各月は季節調整値、その他は原数値。

（注）2. 令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改定されている。

4月 11月 12月
兵庫県 全　国

9月 10月5月 6月 7月 8月西暦 和暦 1月 2月 3月
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〈参考　表２ - 2〉　　新規求人倍率 の推移（季節調整済）（新規学卒者を除く）

２　新規求人倍率

暦年平均 年度平均 暦年平均 年度平均

89年 元年 1.51 1.49 1.46 1.65 1.58 1.62 1.68 1.53 1.57 1.68 1.69 1.66 1.58 1.65 1.85 1.93

90年 2年 1.85 1.73 1.69 1.79 1.82 1.88 1.82 1.88 1.88 1.78 1.80 1.94 1.82 1.84 2.07 2.11

91年 3年 1.84 1.94 1.90 1.74 1.89 1.87 1.68 1.62 1.59 1.57 1.68 1.57 1.74 1.62 2.05 1.95

92年 4年 1.47 1.43 1.37 1.35 1.33 1.29 1.19 1.25 1.19 1.05 1.09 1.10 1.25 1.15 1.61 1.49

93年 5年 1.05 1.00 1.08 0.94 0.91 0.90 0.88 0.82 0.87 0.84 0.83 0.80 0.91 0.85 1.20 1.13

94年 6年 0.82 0.78 0.78 0.84 0.80 0.78 0.84 0.83 0.82 0.78 0.79 0.76 0.80 0.81 1.08 1.07

95年 7年 0.82 0.84 0.81 0.85 0.99 0.97 0.97 1.04 1.00 1.05 1.03 0.91 0.92 1.01 1.06 1.09

96年 8年 1.06 1.09 1.12 1.02 1.16 1.09 1.09 1.08 1.04 1.08 1.20 1.07 1.09 1.09 1.19 1.22

97年 9年 1.08 1.10 1.05 1.06 1.04 1.03 1.00 0.95 0.95 0.94 0.90 0.86 1.00 0.91 1.20 1.13

98年 10年 0.78 0.76 0.76 0.73 0.69 0.69 0.66 0.65 0.65 0.65 0.63 0.61 0.69 0.66 0.92 0.89

99年 11年 0.64 0.64 0.63 0.70 0.56 0.60 0.64 0.60 0.64 0.71 0.67 0.71 0.65 0.67 0.87 0.90

00年 12年 0.73 0.74 0.72 0.76 0.78 0.73 0.87 0.78 0.80 0.85 0.84 0.86 0.78 0.80 1.05 1.08

01年 13年 0.84 0.79 0.78 0.83 0.81 0.82 0.79 0.80 0.77 0.68 0.70 0.70 0.78 0.74 1.01 0.96

2年 14年 0.62 0.72 0.68 0.67 0.72 0.74 0.70 0.76 0.75 0.76 0.72 0.72 0.71 0.75 0.93 0.96

3年 15年 0.82 0.84 0.82 0.81 0.80 0.81 0.86 0.89 0.92 0.94 0.95 0.99 0.86 0.90 1.07 1.12

4年 16年 0.97 0.98 1.00 1.07 1.09 1.09 1.02 1.10 1.07 1.22 1.26 1.22 1.08 1.17 1.29 1.35

5年 17年 1.28 1.37 1.32 1.26 1.32 1.29 1.33 1.27 1.26 1.18 1.40 1.28 1.29 1.30 1.46 1.49

6年 18年 1.38 1.42 1.36 1.35 1.43 1.39 1.39 1.38 1.41 1.40 1.48 1.48 1.39 1.40 1.56 1.56

7年 19年 1.35 1.39 1.44 1.39 1.40 1.40 1.41 1.43 1.28 1.36 1.25 1.31 1.37 1.34 1.52 1.47

8年 20年 1.29 1.26 1.23 1.28 1.15 1.15 1.12 1.09 1.03 1.09 0.96 0.94 1.14 1.01 1.25 1.08

9年 21年 0.85 0.75 0.81 0.80 0.75 0.76 0.76 0.76 0.81 0.77 0.73 0.76 0.78 0.77 0.79 0.79

10年 22年 0.77 0.80 0.81 0.82 0.84 0.86 0.87 0.89 0.91 0.91 0.94 0.92 0.86 0.90 0.89 0.93

11年 23年 0.96 0.95 0.93 0.89 0.94 0.93 0.99 0.94 1.05 1.02 1.04 1.07 0.97 1.01 1.05 1.11

12年 24年 1.09 1.04 1.14 1.06 1.13 1.20 1.12 1.11 1.14 1.11 1.13 1.12 1.12 1.14 1.28 1.32

13年 25年 1.13 1.15 1.20 1.19 1.17 1.24 1.22 1.23 1.21 1.26 1.24 1.34 1.21 1.26 1.46 1.53

14年 26年 1.31 1.39 1.35 1.34 1.35 1.34 1.35 1.38 1.39 1.43 1.43 1.53 1.37 1.41 1.66 1.69

15年 27年 1.47 1.38 1.58 1.47 1.45 1.48 1.53 1.53 1.59 1.56 1.60 1.54 1.51 1.56 1.80 1.86

16年 28年 1.72 1.61 1.68 1.75 1.76 1.72 1.68 1.79 1.84 1.84 1.84 1.78 1.74 1.79 2.04 2.08

17年 29年 1.89 1.86 1.81 1.89 1.97 1.90 1.91 1.95 1.82 2.07 1.99 2.04 1.92 1.98 2.24 2.29

18年 30年 2.09 2.10 2.08 2.07 2.09 2.21 2.26 2.16 2.21 2.23 2.18 2.14 2.14 2.18 2.39 2.42

19年 元年 2.25 2.27 2.12 2.21 2.22 2.10 2.13 2.26 2.04 2.18 2.20 2.14 2.18 2.10 2.42 2.35

20年 2年 1.85 1.98 1.91 1.66 1.74 1.58 1.52 1.64 1.84 1.62 1.80 1.83 1.75 1.71 1.95 1.90

21年 3年 1.77 1.75 1.77 1.70 1.81 1.79 1.73 1.64 1.76 1.70 1.65 1.72 1.73 1.74 2.02 2.08

22年 4年 1.82 1.84 1.77 1.83 1.80 1.80 1.94 1.86 1.79 - - - -

（注）1. パートタイムを含む全数。  各月は季節調整値、その他は原数値。

（注）2. 令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改定されている。

5月 6月 7月 8月西暦 和暦 1月 2月 3月 4月 11月 12月
兵庫県 全　国

9月 10月
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　　資料出所　総務省統計局「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」

※　有効求人倍率・完全失業率は季節調整値、有効求職者数・完全失業者数は原数値。

※　網掛け部分は景気後退期（平成12年11月～平成14年1月、平成20年2月～平成21年3月、平成24年3月～平成24年11月）
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H11年 H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年

H31年

R元年 R2年 R3年 R4年

有効求人倍率と完全失業率の動向

令和4年9月

有効求人倍率

（兵庫）1.04倍

令和4年9月

有効求人倍率

（全国）1.34倍

令和4年8月

完全失業率 2.5%

完全失業者数 177万人

平成19年7月

完全失業率 3.6%

完全失業率

(全国)

過去最高

完全失業者数

385万人

平成15年4月

有効求人倍率

(全国)

（倍） （％）

有
効
求
人
倍
率

完
全
失
業
率

-
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過去最低

有効求人倍率

（全国）0.42倍

平成21年8月

過去最低

有効求人倍率

（兵庫）0.32倍

平成11年4月

過去最高 平成14年6.8月、平成15年4月、平成21年7月

完全失業率 5.5%

平成21年12月

有効求人倍率

（兵庫）0.42倍

有効求人倍率

(兵庫)



【令和３年度の相談、助言・指導、あっせん件数】
総合労働相談件数 47,494件（前年比 7.7％減）
民事上の個別労働紛争相談件数 11,883件（前年比14.9％減）
うち、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数 2,692件（前年比22.7％減）

助言・指導申出件数 760件（前年比17.2％減）
あっせん申請受理件数 155件（前年比30.8％減）

１ 総合労働相談件数は減少、民事上の個別労働紛争に係る相談件数も減少
総合労働相談件数は47,494件で前年度より7.7％減となり、そのうち民事上の個

別労働紛争に係る相談件数は11,883件で、前年度より14.9％減となっている。相談
内容は「いじめ・嫌がらせ」が2,692件で、前年度より22.7％減であるが10年連続
でトップである。次いで「自己都合退職」が1,402件であった。「解雇」は1,196件
で前年度より35.3％減となっている。

２ 「助言・指導」の申出は減少、内容は「いじめ・嫌がらせ」が９年連続でトップ
労使トラブルの解決を図るための「助言・指導」の申出件数は760件で、前年度

より17.2％減となっている。申出内容は「いじめ・嫌がらせ」が95件（申出全体の
12.5％）で、次いで「雇用管理等」が84件（申出全体の11.1％）となっている。

３ 「あっせん」申請は減少、内容は「いじめ・嫌がらせ」がトップ

紛争調整委員会によるあっせんの申請件数は155件で、前年度より30.8％減となっ
ている。申請の内容は「いじめ・嫌がらせ」が28件（申請全体の18.1％）でトップ
であり、次いで「解雇」が25件（申請全体の16.1％）であった。

４ 兵庫労働局の取り組み

兵庫労働局では、施行状況を踏まえ、総合労働相談コーナーにおいて、関係法令
や裁判例などの情報提供等適切な相談対応に努めるとともに、助言・指導及びあっ
せんの運用を的確に行うなど、引き続き個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向
けて取り組んでいきます。併せて、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメ
ント防止措置」が令和４年４月１日より中小企業を含め全面施行されており、引き
続き実効性のある防止対策が講じられるよう取り組んでいきます。

Press Release

令和４年７月２８日
【照会先】
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課
課 長 原 俊司
課 長 補 佐 山本 竜次
労働紛争調整官 鈴木 智人

(直通電話) 078(367)0820
報道関係者 各位

「令和３年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します

兵庫労働局（局長 鈴木一光）では、労働局及び各労働基準監督署内に設置した合計12ヶ
所の総合労働相談コーナーにおいて、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境な
どに関する労働紛争の解決を図るための制度を運用していますが、このたび「令和３年度個
別労働紛争解決制度の施行状況」を取りまとめましたので、公表します。
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～民事上の個別労働紛争において、「いじめ・嫌がらせ」が引き続き最多、「解雇」は前年度より減少～

参考資料２ 



総合労働相談コーナー
労働局及び労働基準監督署に設置｜県内12か所

令和３年度 総合労働相談件数
４万７,４９４件

個別労働紛争解決制度の枠組み

別添１

関係機関
○都道府県

・労政主管事務所
・労働委員会

○裁判所
○法テラス 等

情報提供
連携

労働基準監督署
公共職業安定所

関係法令に基づく
行政指導等

取次ぎ

○法制度の問い合わせ （2万7,766件）

紛争調整委員会によるあっせん※4

○申請件数（155件）
① いじめ・嫌がらせ………………28件
② 解雇（普通・整理・懲戒）……25件
③ 労働条件の引下げ………………20件
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等

【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第３条】

相談者

【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第５条】

労働局長による助言･指導※3

○申出件数（760件）
① いじめ・嫌がらせ ………… 95件
② 雇用管理等…………………… 84件
③ 退職勧奨……………………… 74件

○処理件数（775件）
助言・指導の実施（720件）
取下げ（22件） 打切り（26件）

【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第４条】

申出 申請

申請

○労働基準法等の違反の疑いがあるもの
（9,906件）

内訳 内訳

○民事上の個別労働紛争相談件数（1万1,883件）
①いじめ・嫌がらせ …………… 2,692件
②自己都合退職 ………………… 1,402件
③労働条件の引下げ …………… 1,393件

内訳

※１ ※１

※5 ※4

※１

内訳 ※１

○処理件数（169件）
合意の成立（63件）
取下げ（10件） 打切り（95件）

※5

※２

※２

※２ ※２
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※１ １回において複数の内容にまたがる相談等が行われた場合には、複数の内容を件数に計
上している。

※２ 令和２年６月、労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメン
トに関する個別労働紛争は同法に基づき対応することとなったため、同法施行以降の大企
業の当該紛争に関するものはいじめ・嫌がらせに計上していない。なお、同法違反の疑い
のある相談は「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」として計上している。

＜参考＞
同法に関する相談件数︓684件
同法に基づく紛争解決の援助申立件数︓3０件
同法に基づく調停申請受理件数︓０件

※３ 助言・指導︓民事上の個別労働紛争について、労働局長が、紛争当事者に対して解決の
方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。助言は、当事者の話し
合いを促進するよう口頭又は文書で行うものであり、指導は、当事者のいずれかに問題があ
る場合に問題点を指摘し、解決の方向性を文書で示すもの。

※４ あっせん︓労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員（弁護士や大学教授
など労働問題の専門家）が紛争当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の
解決を図る制度。

※５ 労働局長による助言・指導の処理件数及び紛争調整委員会によるあっせんの処理件数は、
年度内に処理が完了した件数で、当該年度以前に申出又は申請があったものを含む。

（参考） 令和３年度 ハラスメント｜主要相談別の件数

パワハラ
684

セクハラ
239

マタハラ
80

育児・介護
41

ハラスメント相談件数
パワーハラスメント
（パワハラ） 684
セクシャルハラスメント
（セクハラ） 239
妊娠出産ハラスメント
（マタハラ） 80
育児・介護ハラスメント
（育児・介護） 41

計 1,044

令和３年度
ハラスメント主要相談別

相談件数
計1,044件



いじめ・嫌がらせ

2,692 

(20.2%)

自己都合退職

1,402 

(10.5%)

労働条件の引下げ

1,393

(10.4%)

解雇

1,196 

(9.0%)

退職勧奨

1,195 

(9.0%)

雇止め 849 （6.4％）

雇用管理等 791 （5.9％）

出向・配置転換 499 （3.7％）

賠償 340 （2.5％）

懲戒処分 232 （1.7％）

その他の労働条件 1,083 （8.1％）

その他 1,679 （12.6％）

令和３年度
民事上の個別労働紛争

相談件数
計13,351件

（※内訳延べ合計件数）

（２）民事上の個別労働紛争｜相談内容別の件数

※ ％は相談内容の全体（内訳延べ合計件数）に占める割合。合計値は、四捨五入による端数処理の関係で
100％にならないことがある。なお、内訳延べ合計件数は、１回の相談において複数の内容にまたがる相
談が行われた場合には、複数の相談内容を件数として計上したもの。

総合労働相談件数 民事上の個別労働紛争相談件数

１ 総合労働相談

別添２
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（１）相談件数の推移

令和３年度個別労働紛争解決制度の運用状況

ほか 計5,473

68,249

58,727

51,155 52,237
54,903

47,614 48,009 47,319
51,450

47,494

23,991

18,056
15,568 15,765 16,688

13,538 12,427 13,906 13,969
11,883

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度



5,016 
4,622 

4,237 

3,883 
4,040 

3,407 

3,381 

4,084 

3,484 

2,692 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

いじめ・嫌がらせ
2,692件（-22.7％)

解雇
1,196件（-35.3％）

自己都合退職
1,402件（＋0.9％）

労働条件の引下げ
1,393件（-13.7％）

退職勧奨
1,195件（-10.0％）

※ ( )内は対前年度比。

（３）民事上の個別労働紛争｜主な相談内容別の件数推移（10年間）

※ （ ）内は相談対象となる労働者の就労形態の全体（合計件数）に占める割合。合計値は、四捨五入によ
る端数処理の関係で100％にならないことがある。

（４）民事上の個別労働紛争｜就労形態別の件数

正社員

4,181 

(35.2%)

短時間労働者

2,231 

(18.8%)

有期雇用労働者

1,671 

(14.1%)

派遣労働者

624 

(5.3%)

その他・不明

3,176 

(26.7%)

令和３年度
民事上の個別労働紛争

相談件数

計11,883件

- 5 -

相談者の種類

労働者 10,308（86.7％）

事業主 1,050（ 8.8％）

その他 525（ 4.4％）

※ 事業主からの相談については、
相談対象の労働者の就労形態を
計上している。



1,103 1,124 

930 
878 904 876 

944 965 
918 

760 

0

500

1,000

1,500

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

※ ( )内は申出内容の全体（内訳延べ合計件数）に占める割合。合計値は、四捨五入による端数処理の関
係で100％にならないことがある。なお、１件の助言・指導申出で複数の内容にまたがる申出が行われた
場合には、内訳延べ合計件数は、複数の申出内容を件数として計上したもの。

（１）申出件数の推移

いじめ・嫌がらせ

95 

(12.5%)

雇用管理等

84 

(11.1%)

退職勧奨

74 

(9.7%)

解雇

72 

(9.5%)労働条件引下げ

66 

(8.7%)

自己都合退職

64 

(8.4%)

(40.1%)
雇止め 56 （7.3％）

出向・配置転換 49 （6.4％）

その他の労働条件 128 （16.8％）

その他 72 （9.5％）

令和３年度
労働局長の助言・指導

申出件数

計760件
（※内訳延べ合計件数）
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（２）申出内容別の件数

（件）

２ 都道府県労働局長による助言・指導

ほか 計305



179

243

190 194
211

230
249

237

161 95

0

50

100

150

200

250

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

（３）主な申出内容別の件数推移（10年間）

※ ( )内は対前年度比。

※ ( )内は紛争の対象となる労働者の就労形態の全体（合計件数）に占める割合。合計値は、四捨五入に
よる端数処理の関係で100％にならないことがある。

（４）就労形態別の申出件数

正社員

370 

(48.7%)

短時間労働者

163 

(21.4%)

有期雇用労働者

157 

(20.7%)

派遣労働者

34 

(4.5%)

その他・不明

36 

(4.7%)

令和３年度
労働局長の助言・指導

申出件数
計７６０件

いじめ・嫌がらせ
95件 （-41.0％）

自己都合退職
64件 （-15.8％）

解雇
72件 （-35.7％）

雇止め
56件 （-12.5％）

退職勧奨
74件 （＋39.6％）

- 7 -

申出人の種類

労働者 758（99.7％）

事業主 2（ 0.3％）

（５）助言・指導の流れ及び処理状況
※（ ）内は処理終了件数775件に占める比率

助言・指導の

申出

※ 事業主からの助言・指導の
申出については、紛争の対
象となった労働者の就労形
態を計上している。

処理終了件数 775件

助言・指導の実施 取下げ 打切り その他

720件
（92.9％）

22件
（2.8％）

26件
（3.4％）

7件
（0.9％）

うち１か月以内に処理 775件（100.0％）

労働条件引下げ
66件 （-2.9％）



※ ( )内は申請内容の全体（内訳延べ合計件数）に占める割合。合計値は、四捨五入による端数処理の関
係で100％にならないことがある。なお、１件のあっせん申請で複数の内容にまたがる申請が行われた場
合には、内訳延べ合計件数は、複数の申請内容を件数として計上したもの。

（２）申請内容別の件数

いじめ・嫌がらせ

28 

(18.1%)

解雇

25 

(16.1%)

労働条件引下げ

20 

(12.9%)
退職勧奨

14 

(9.0%)

雇止め

14 

(9.0%)

雇用管理等 10 （6.5％）

採用内定取消 7 （4.5％）

懲戒処分 7 （4.5％）

その他の労働条件 17 （11.0％）

その他 13 （8.3％）

令和３年度
紛争調整委員会による

あっせん申請件数
計１５５件

（※内訳延べ合計件数）

- 8 -

307 
291 

275 

222 215 
206 200 

217 224 

155 

0

100

200

300

400

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

（１）申請件数の推移

（件）

３ 紛争調整委員会によるあっせん

ほか 計54



56
61

68

43

65 66
61 62

43
28

105

72

85

50 48

41
35

45

48

25

0

120

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

※ ( )内は紛争の対象となる労働者の就労形態の全体（合計件数）に占める割合。合計値は、四捨五入に
よる端数処理の関係で100％にならないことがある。

※ 事業主からのあっせん申請については、紛争の対象となった労働者の就労形態を計上している。

（４）就労形態別の申請件数

正社員

81 

(52.3%)

有期雇用労働者

36 

(23.2%)

短時間労働者

26 

(16.8%)

派遣労働者

11 

(7.1%)

事業主

1 

(0.6%)

令和３年度
紛争調整委員会による

あっせん申請件数
計155件
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（３）主な申請内容別の件数推移（10年間）

※ ( )内は対前年度比。

いじめ・嫌がらせ
28件（-34.9％）

解雇
25件（‐47.9％）

雇止め
14件（-26.3％）

労働条件の引下げ
20件（+33.3％）

退職勧奨
14件（-41.7％）

申請人の種類

労働者 154（99.4％）

事業主 1（ 0.6％）

※ 事業主からのあっせん申請に
ついては、紛争の対象となっ
た労働者の就労形態を計上し
ている。



うち２か月以内に処理 153件（90.5％）処理終了件数 169件

（５）あっせん手続きの流れ及び処理状況
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※（ ）内は処理終了件数169件に占める比率

都道府県労働局長が紛争調整委員会へあっせんを委任

紛争当事者一方又は双方からのあっせん申請

あっせんの開始通知
あっせん参加・不参加の意思確認

紛争当事者の双方が参加
あっせんの開催

117件

（69.2％）

紛争当事者の一方が不参加

42件

（24.9％）

他の紛争解決・
相談機関の
情報提供

合意の成立

63件

（37.3％）

合意せず

打切り

95件

（56.2％）

取
下
げ

10件

（5.9％）



（令和３年４月１日～令和４年３月31日）
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４ 令和３年度個別労働紛争解決制度 総括表

１ 総合労働相談コーナーに寄せられた相談の件数 47,494件

相談者の種類

労働者 27,853件 事業主 15,236件 その他 4,405件

２ 民事上の個別労働紛争に係る相談の件数 11,883件

（１）相談者の種類

労働者 10,308件 事業主 1,050件 その他 525件

（２）紛争の内容 （※内訳が複数にまたがる事案もあるため、計は総数とは一致しない。）

普通解雇 840件 整理解雇 162件 懲戒解雇 194件

労働条件引下げ（賃金） 752件 労働条件引下げ（退職金） 87件 労働条件引下げ（他） 554件

出向・配置転換 499件 退職勧奨 1,195件 懲戒処分 232件

採用内定取消 129件 雇止め 849件 昇給・昇格 54件

自己都合退職 1,402件 その他の労働条件 1,083件 募集・採用 158件

定年・年齢差別 68件 雇用管理改善等 791件 労働契約の承継 26件

いじめ・嫌がらせ 2,692件 教育訓練 20件 人事評価 111件

賠償 340件 その他 1,113件

３ 都道府県労働局長による助言・指導の件数

（１）助言・指導の申出の受付を行った件数 760件

【紛争の内容】

普通解雇： 59件 整理解雇： 6件 懲戒解雇： 7件

労働条件引下げ（賃金）： 35件 労働条件引下げ（退職金）： 2件 労働条件引下げ（他）： 29件

出向・配置転換： 49件 退職勧奨： 74件 懲戒処分： 16件

採用内定取消： 15件 雇止め： 56件 昇給・昇格： 4件

自己都合退職： 64件 その他の労働条件： 128件 募集・採用： 8件

定年・年齢差別： 1件 雇用管理改善等： 84件 労働契約の承継： 1件

いじめ・嫌がらせ： 95件 教育訓練： 1件 人事評価： 1件

賠償： 10件 その他： 15件

（２）助言・指導の手続を終了した件数 775 件

解決したもの 416件

【終了区分】

助言を実施： 720件 指導を実施： 0件 取下げ： 22件

打切り： 26件 制度対象外事案： 4件 その他： 3件

４ 紛争調整委員会によるあっせんの件数

（１）あっせんの申請の受理を行った件数 155件

【紛争の内容】

普通解雇： 18件 整理解雇： 4件 懲戒解雇： 3件

労働条件引下げ（賃金）： 7件 労働条件引下げ（退職金）： 1件 労働条件引下げ（他）： 12件

在籍出向・配置転換： 4件 退職勧奨： 14件 懲戒処分： 7件

採用内定取消： 7件 雇止め： 14件 昇給・昇格： 0件

自己都合退職： 2件 その他の労働条件： 17件 定年・年齢差別： 0件

雇用管理改善等： 10件 労働契約の承継： 0件 いじめ・嫌がらせ： 28件

教育訓練： 0件 人事評価： 2件 賠償： 5件

その他： 0件

（２）あっせんの手続を終了した件数 169件

あっせんを開催したもの 117件

解決したもの 63件

【終了区分】

当事者間の合意の成立： 63件 申請の取下げ： 10件 打切り： 95件

制度対象外事案： 0件 その他： 1件
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別添３

事例１ 労働条件引下げに係る助言・指導

事案の概要 申出人は営業職で正社員として30年程勤務していたが、事業主から
突然「賃金制度を見直す」と言われ、1か月の賃金額が10万円減少した。
また、これまで使用していた営業車は使用禁止となり、自家用車で営
業活動するように命じられた。申出人は、大幅に収入が減少し、自家
用車の使用は負担が大きいことから、賃金制度を元に戻し減少した賃
金の差額を支払うこと及び営業車を使用させることを求めて助言を申
し出たもの。

助言・指導の
内容・結果

事業主に対して、労働契約を変更する場合には双方の合意が必要で
あると労働契約法第8条に定められていることを説明したところ、事業
主より「知らなかった」との回答があったため、同法の資料を送付し、
同法の趣旨や内容を踏まえて当事者間で話し合うよう助言を行った。

助言に基づき話し合いが行われた結果、賃金制度は元に戻り、これ
までの差額についても半分が支払われた。また、営業車も使用できる
ことになった。
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助言・指導の例

事例２ いじめ・嫌がらせに係る助言・指導

事案の概要 申出人は中小企業で働く正社員であるが、上司から賞与の際に「お
前にはもったいない」と言われるなど人格否定するような発言が繰り
返された。
また、上司からマスクを外して「コロナをうつすぞ」と言われる等

の嫌がらせを受けたりもした。さらには、退職届の提出を要求される
ようになった。
申出人は、上司のこのような行為を止めさせ、職場環境の改善と継

続雇用を求めて助言を申し出たもの。

助言・指導の
内容・結果

事業主に対し、労働施策総合推進法でパワハラ防止の事業主の義務
及び責務が定められていることを説明し、同法の趣旨や内容を踏まえ
て当事者間で話し合うよう助言を行った。

助言に基づき話し合いが行われた結果、上司からの暴言は収まり、
退職勧奨も受けなくなった。職場環境は改善され申出人は勤務を継続
することとなった。

令和３年度における助言･指導及びあっせんの事例



事例１ 労働条件引下げに係るあっせん

事案の概要 申請人は、事業主から、業績不振を理由に1日の労働時間が短縮され
た。年月が経過して、労働時間をさらに短くすると言われた。変更さ
れた労働時間数は社会保険の適用外となり、大幅に収入が減り生活が
維持できなくなることから、申請人は、社会保険が適用される労働時
間数で雇用の継続を希望したが、事業主は拒否した。
このため、申請人は、事業主に対して、社会保険の適用の労働時間

数での雇用の継続を求めるが、それが出来ないのであれば、経済的損
失等に対する補償として、100万円の支払いを求めて、あっせん申請し
たもの。

あっせんの
ポイント・結果

事業主は、コロナ禍で赤字に陥り、半数の正社員の労働時間を短縮
しており、申請人の要求に応じることはできないと主張した。

これに対し、申請人は、要求した条件での雇用ができないのであれ
ば雇用の継続は希望しないが、経済的損失等に対する補償として100
万円の支払いを求めたいと主張した。

あっせん委員が当事者双方から事情を聞き取り、調整したところ、
事業主が解決金を支払う意思を示し、70万円を支払うことで合意が成
立した。
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あっせんの例

事例２ 解雇に係るあっせん

事案の概要 申請人は、正社員として担当業務に従事していたが、人手不足から
残業が月100時間に及ぶこともあった。さらに、業務負担の大きい長時
間労働が常態化している部署へ異動を命じられたため、異動を断った
ところ、短期間に解雇が決定され解雇通知を受けた。
申請人は、解雇されたことに納得できず、精神的苦痛、経済的な損

失に対する補償として３か月分の賃金相当額を求めたいとしてあっせ
ん申請したもの。

あっせんの
ポイント・結果

事業主は、増員や労働時間の配慮について説明したが、理解が得ら
れなかったと主張する一方で、紛争の長期化は避けたいとの意向を示
し、あっせんでの解決を希望した。

あっせん委員が調整した結果、申請人が解雇を受け入れ、事業主が
申請人に解決金として50万円支払うことで合意が成立し、解決した。



（参考）

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の概要

１ 趣旨

企業組織の再編や人事労務管理の個別化などに伴い、労働関係に関する事項につ
いての個々の労働者と事業主との間の紛争（以下「個別労働関係紛争」）が増加し
ていることにかんがみ、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るた
め、都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会のあっせん制度の創設な
どによって、総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図る。

２ 概要

(1) 紛争の自主的解決（第２条）
個別労働関係紛争が生じたときは、紛争の当事者は、自主的な解決を図るよ

うに努めなければならないものとする。

(2) 都道府県労働局長による情報提供、相談等（第３条）
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の未然防止及び自主的な解決の促進

のため、労働者又は事業主に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うもの
とする。

(3) 都道府県労働局長による助言及び指導（第４条）
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当事者の双方又は一方から

その解決につき援助を求められた場合には、当事者に対し、必要な助言又は指
導をすることができるものとする。

(4) 紛争調整委員会によるあっせん（第５条）
イ 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方

からあっせんの申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要が
あると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。

ロ 都道府県労働局に、紛争調整委員会を置くものとする。
ハ あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実

情に即して事件が解決されるように努めなければならないものとする。
ニ あっせん委員は、当事者等から意見を聴取し、事件の解決に必要なあっせ

ん案を作成し、これを当事者に提示することができるものとする。

(5) 地方公共団体の施策等（第20条）
地方公共団体は、国の施策と相まって、地域の実情に応じ、労働者又は事業

主に対し、情報提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努
めるものとし、国は、地方公共団体の施策を支援するため、情報の提供その他
の必要な措置を講ずるものとする。
また、当該施策として都道府県労働委員会が行う場合には、中央労働委員会

が、当該都道府県労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができる
ものとする。
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兵庫県の最低賃金 

             兵 庫 労 働 局 

☆地域別最低賃金 

 

 

 

 

 

 

 

☆特定（産業別）最低賃金 

 

最低賃金の適用業種                時間額                     適用する使用者                           適用除外する労働者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960 円 

兵庫県最低賃金 

令和 4 年 10月 1 日発効 

 

繊 維 工 業 
※兵庫県最低賃金が、繊維工業最低賃金を上回

ったことから、兵庫県最低賃金が適用されま

す。 

 
 

兵庫県最低賃金 
時間額 

 960 円 

兵庫県内の事業場で働くすべての労働者につ

いて、この兵庫県最低賃金が適用されます。 

 

塗料製造業 

鉄 鋼 業 

はん用機械器具製造業 

生産用機械器具製造業 

業務用機械器具製造業 

電子部品・デバイス・電子回

路製造業、電気機械器具製造

業、情報通信機械器具製造業 

輸送用機械器具製造業 

計量器・測定器・分析機器・

試験機・測量機械器具製造業 

各種商品小売業 

自動車小売業 963 円 

令和 4 年 12月 1 日発効 

 

兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者  

(1) 自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)  

(2) (1)に掲げる産業において管理，補助的経済活動を行う事業所  

(3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる

産業に分類されるものに限る。)  

(1)18 歳未満又は 65 歳以上の者  

(2)雇入れ後 3 月未満の者であって、技能習得中のもの。  

(3)次に掲げる業務に主として従事する者  

イ 清掃又は片付けの業務  

ロ 洗車又はワックスかけの業務  

ハ 塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務 

960 円 

兵庫県最低賃金 

令和 4 年 10月 1 日発効 
 

 

※兵庫県最低賃金が、各種商品小売業最低賃金

を上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用さ

れます。 

兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者  

(1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業

(理化学機械器具製造業を除く。)  

(2) (1)に掲げる産業において管理，補助的経済活動を行う事業所  

(3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる

産業に分類されるものに限る。)  

963 円 

令和 4 年 12月 1 日発効 

 

兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者  

(1) 鉄道車両・同部分品製造業  

(2) 船舶製造・修理業，舶用機関製造業  

(3) 航空機・同附属品製造業  

(4) 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業  

(5) その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)  

(6) (1)から(5)までに掲げる産業において管理，補助的経済活動を行う事業所  

(7) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)

までに掲げる産業に分類されるものに限る。)  

＊「自動車・同附属部品製造業」は兵庫県最低賃金が適用されます。 

 

 

(1)18 歳未満又は 65 歳以上の者  

(2)雇入れ後 6 月未満の者であって、技能習得中のもの  

(3)次に掲げる業務に主として従事する者  

イ 清掃、片付け又は賄いの業務  

ロ 塗装におけるマスキングの業務  

ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務  

ニ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業

務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) 

 

1,034 円 

令和 4 年 12月 1 日発効 

 

961 円 

令和 4 年 12月 1 日発効 

 

兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者  

(1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業  

(2) 電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び 

当該産業において管理，補助的経済活動を行う事業所を除く。)  

(3) 情報通信機械器具製造業  

(4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)ま

でに掲げる産業に分類されるものに限る。)  

993 円 

令和 4 年 12月 1 日発効 

 

兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者  

(1) はん用機械器具製造業  

(2) 生産用機械器具製造業  

(3) 業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・

理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レン

ズ製造業、武器製造業を除く。)  

(4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)ま

でに掲げる産業に分類されるものに限る。) 

                 

(1)18 歳未満又は 65 歳以上の者  

(2)雇入れ後 6 月未満の者であって、技能習得中のもの  

(3)次に掲げる業務に主として従事する者  

イ 清掃、片付け又は賄いの業務  

ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテ

ル貼り、値札付け、検数又は選別の業務  

ハ 塗装におけるマスキングの業務  

ニ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の.整理の業務  

ホ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務

のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) 

 
 

 

令和 4 年 10月 1 日 

 

発効日 

1,000 円 

令和 4 年 12月 1 日発効 

兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者  

(1) 塗料製造業  

(2) (1)に掲げる産業において管理，補助的経済活動を行う事業所  

(3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる

産業に分類されるものに限る。) 

 

 

(1)18 歳未満又は 65 歳以上の者  

(2)雇入れ後 6 月未満の者であって、技能習得中のもの  

(3)次に掲げる業務に主として従事する者  

イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務  

ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベ

ルはり、値札つけ、検数若しくは選別の業務 

 

1,024 円 

令和 4 年 12月 1 日発効 

 

兵庫県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者  

(1) 鉄鋼業  

(2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる

産業に分類されるものに限る。) 

                  

 

 

(1)18 歳未満又は 65 歳以上の者  

(2)雇入れ後 6 月未満の者であって、技能習得中のもの  

(3)次に掲げる業務に主として従事する者  

イ 清掃、片付け又は賄いの業務  

ロ 軽易な運搬の業務 

              

(1)18 歳未満又は 65 歳以上の者  

(2)雇入れ後 6 月未満の者であって、技能習得中のもの  

(3)次に掲げる業務に主として従事する者  

イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務  

ロ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボ

ール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上において行

うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分

品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ

取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、

検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務

(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) 

 

(1)18 歳未満又は 65 歳以上の者  

(2)雇入れ後 6 月未満の者であって、技能習得中のもの  

(3)次に掲げる業務に主として従事する者  

イ 清掃、片付け、賄い、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の

業務  

ロ 手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務 

最低賃金制度のマスコット  

チェックマん 特技：みんなの最低賃金の暗算 

 

参考資料３ 

 



※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者１人当たりの付加

価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性

と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水

準を超えている場合等に、加算して支給されます。

事業場内最低賃金920円未満の事業場も賃

金引き上げ労働者数10人以上の助成上限

額区分を利用できます。

(a) 特例対象事業者の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因に

より利益率※が前年同月に比べ３%ポイント以上低下した事業

者」を特例の対象事業者に追加します。

※売上高総利益率または売上高営業利益率（申請前３か月のうちの任意の1か月の

総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

(b) 売上高等が減少している

事業者の要件緩和

「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少して

いる事業者」の要件を緩和します。

・売り上げ減少幅 ：「30％」→「15％」

・売上高の比較対象期間：「2年前まで」→「3年前まで」

(c) 助成上限区分の緩和
(a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は賃金引き上げ労働者数

10人以上の助成上限額区分を利用できます。

(d) 助成対象経費の要件緩和

特例で助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。

「定員11人以上」→「定員7人以上又は車両本体価格200万

円以下」

事業場内最低
賃金

助 成 率
生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

9 2 0円以上 3/4 4/5

8 7 0円以上
9 2 0円未満

4/5 9/10

8 7 0円未満 9/10

交付申請書・事業実施計画

などを事業場所在地を管轄

する都道府県労働局に提出

交付決定後、提出

した計画に沿って

事業実施

労働局に事業実施

結果を報告

助成金支給までの流れ

審査・
交付決定

支
給

業務改善助成金（通常コース）のご案内
「原材料高騰により利益が減少した事業者」への特例拡大など制度が充実します

業務改善助成金（通常コース）は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げ、設備投

資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス

感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けら

れています。

審査

２．最低賃金が低い事業者への助成率が引き上げられます

１．原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者に特例が適用されます

新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者が特例を受けやすくなります

拡充のポイント

事業内最低賃金

引き上げ

原材料費の高騰などで利益が減少した事業者に、特例を適用するなど、拡充を行いましたので、ぜひご

活用ください。

設備投資等
機械設備、コンサルティング

導入、人材育成・教育訓練

費用の一部

を助成

事業場内最低
賃金

助 成 率
生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

９００円以上 3/4 4/5

９００円未満 4/5 9/10



※申請期限：令和５年１月31日

コース区分 引き上げ額 引き上げる労働者数 助成上限額 助成対象事業場

3 0 円コース 30円以上

１人 ３０万円

以下の要件を両方満
たす事業場

• 事業場内最低賃金
と地域別最低賃金
の差額が30円以内

• 事業場規模100人
以下

２～３人 ５０万円

４～６人 ７０万円

７人以上 １００万円

10人以上※ １２０万円

4 5 円コース 45円以上

１人 4 5万円

２～３人 7 0万円

４～６人 1 0 0万円

７人以上 1 5 0万円

10人以上※ 1 8 0万円

6 0 円コース 60円以上

１人 6 0万円

２～３人 9 0万円

４～６人 1 5 0万円

７人以上 2 3 0万円

10人以上※ 3 0 0万円

9 0 円コース 90円以上

１人 9 0万円

２～３人 1 5 0万円

４～６人 2 7 0万円

７人以上 4 5 0万円

10人以上※ 6 0 0万円

働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む方に、設備資金や

運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 事業完了の期限は、令和５（2023）年３月31日です。

日本政策金融公庫
店舗検索ページ

（R4.９.１）

※ 10人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象となります。

①賃金要件：事業場内最低賃金920円未満の事業場

②生産量要件：

売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３か月間の月平均値が前年、前々年または３年前の同じ月に比べて、

15％以上減少している事業者

③物価高騰等要件：

原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前３か月間のうち任意の１月の利益率が

３％ポイント以上低下している事業者

各コースの概要

注意事項

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業務改善助成金コールセンター

電話番号：0 1 2 0 - 3 66 - 4 40（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ



業務改善助成金（特例コース）のご案内
対象期間延長とともに

「原材料高騰により利益が減少した事業者」も助成対象になりました

• 申請日までに賃金の引き上げを完了している必要があります。

• 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、その差額が支払われた

場合は30円以上の引き上げがされたものとして取り扱います。

 就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後

の賃金額を支払っていること

就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費（関

連する経費）がある場合は、その費用も支払う必要があります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

１．申請期限と賃上げ対象期間を延長します

２．対象となる事業者を拡大し、助成率も引き上げます

『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少し

た中小企業事業者等を支援する助成金です。

対象期間と申請期限を延長し、原材料費の高騰などで利益率が５％ポイント以上低下した事業者を対象

に追加するなどの拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。

変 更 前 変 更 後

申請期限 令和４年７月29日まで 令和５年１月31日まで

賃 上 げ

対象期間

令和３年7月16日から

令和３年12月31日まで

令和３年７月16日から

令和４年12月31日まで

支給要件

 以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること

① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30％以上

減少している事業者

・比較する売上高等の生産指標：令和３年４月～令和４年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値

・比較対象期間：前年、前々年または３年前の同期

② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和３年４月から令和４年12月のうち

任意の１月における利益率が５％ポイント以上低下した事業者

 令和３年７月16日から令和４年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること

引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。対象となる事業者（事業場）

助成対象事業者

の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前

年同月に比べ５％ポイント以上低下した事業者」を追加します。

※売上高総利益率または売上高営業利益率（令和３年４月から令和４年12月のうち、任意

の１か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

売上高等の

比較対象期間

見直し

売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を見直します。

見直し前：令和３年４月から［令和３年12月まで］

見直し後：令和３年４月から［令和４年12月まで］
※比較対象期間を２年前まで→３年前までに変更

助成率の

引き上げ
【一律3/4】を､事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に
引き上げます。

拡充のポイント



（R4.９.１）

引き上げる
労働者数

上 限 額

1人 3 0万円

2人～3人 5 0万円

4人～6人 7 0万円

7人以上 1 0 0万円

助成金の要綱・要領や、申請書の様式、記載例等はウェブサイトからダウンロードできます。

特例コースの概要

[参考]

日本政策金融公庫では､事業場内最低賃金の引

き上げに取り組む方に対して、設備資金や運転

資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金

融公庫の窓口にお問い合わせください。

担当部署：

各都道府県日本政策金融公庫

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

助成額・助成率

助成額 最大100万円 ※ 対象経費の合計額×助成率

助成率

事業場内最低賃金により異なります。

920円未満：４／５

920円以上：３／４

A 生産向上等に資する

設備投資等

機械設備※１、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など

※１：PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員７人以上又は車両

本体価格200万円以下の自動車なども対象（自動車は乗車定員

11人以上から拡充）

B 業務改善計画に計上された

関連する経費※２

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設

など

※２：「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

助成対象

助成金支給までの流れ

交付申請書・事業実施計画などを提出する

・提出先：事業場所在地を管轄する都道府県

労働局 雇用環境・均等部(室)

・締め切り：令和５(2023)年１月31日(火)

申請期限を延長する場合は、別途お知らせします。

予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を

終了する場合があります。

交付決定後、提出した計画に沿って取り組み

を実施

交付決定前に行った設備投資等は助成対象外です。

支給

審査

労働局に事業実施結果を報告

交付額確定後、労働局に支払い請求を提出

審査

助成額の上限

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業務改善助成金コールセンター

電話番号：0120 - 366 - 440（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ


